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総務費
14億6,414万円

歳出
53億8,202万円

民生費
17億1,370万円

衛生費
4億3,646万円

労働費
48万円

農林水産業費
1億1,728万円

商工費
2,950万円

消防費
1億3,974万円

公債費
2億1,974万円

教育費
7億8,491万円

土木費
4億1,340万円

議会費
6,268万円

町税
9億9,641万円

繰入金
4億8,856万円

自主財源その他
6億8,260万円

地方交付税
17億2,803万円

町債
8,848万円

寄附金
5億3,880万円

国庫支出金
5億9,318万円

県支出金
2億9,247万円

依存財源その他
2億8,849万円

歳入
56億9,703万円

0
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■歳入　■歳出
60億

2,249万円

56億
6,859万円

56億
6,345万円

56億
9,703万円

52億
4,396万円

53億
8,202万円

令和４年度 令和５年度 令和６年度

過去3カ年の歳入歳出決算

令和6年度一般会計歳入歳出決算

可決

地方譲与税� 2,581万円
利子割交付金� 42万円
配当割交付金� 726万円
株式等譲渡所得割交付金� 899万円
法人事業税交付金� 2,191万円
地方消費税交付金� 1億7,874万円
環境性能割交付金� 501万円
地方特例交付金� 3,978万円
交通安全対策特別交付金� 57万円

依存財源その他詳細

分担金及び負担金� 1,242万円
使用料及び手数料� 5,156万円
財産収入� 408万円
繰越金� 3億5,390万円
諸収入� 2億6,065万円

自主財源その他詳細

5533億億88,,220022万万円円53億8,202万円
歳出総額歳出総額
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〇�9月定例会を9月5日から9月26日まで22日間の会期で
開催しました。

〇�町長から提案された案件は21件（内訳は報告2件、同意2
件、条例6件、補正予算5件、決算認定6件）、議員発議に
よる条例が1件、請願が1件でした。
〇�一般質問は9月8日に7議員が行いました。
〇�9月定例会は最終日（9月26日）に、委員会に付託してい
た議案8件と請願1件を採決し閉会しました。

　本町の財政構造については、経常収支比率が91.6%（前年86.4%）、経
常一般財源比率が100.9%（前年100.7%）、財政力指数は0.424（前年
0.421）、であり依然として厳しい状況にある。
　今回の決算を踏まえ、今後も権利と義務が果たされる社会の秩序の維
持のため公平公正な徴収を行うとともに、住民福祉の向上という行政の
目的を見据え、限られた財源を有効活用しながら、健全な財政運営の継
続に努めてもらいたい。
　加えて、事業執行や財政状況等について、住民への説明責任を果たす
ことで、より一層の信頼性と透明性の確保を期待する。

代表監査委員
渡邊　吉和

監査意見書（抜粋）

9月
定例会
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注目事業注目事業令和6年度決算令和6年度決算

小学校改修事業

災害対策事業費

電気・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金

職員研修事業・人事評価制
度運用支援事業

　両小学校のトイレを洋式化、乾式化、人感
センサーの照明に改修。

　指定避難所の災害時備蓄用の非常用保存
食品（アルファ米、非常用保存飲料水）を購入。

　物価高騰の負担増で、特に家計への影響
が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）
に給付金を支給。

　職員研修として、コンプライアンス研修、
OAスキル研修等を実施。職員の人事評価制
度を支援する業務を委託。

（豊郷小学校） （豊郷小学校） 2,8142,814万円万円
（日栄小学校） （日栄小学校） 2,7602,760万円万円

226226万円万円

4,1954,195万円万円

468468万円万円

改修前 改修後
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◯すまいるたうんばすの買い替え
　�…………………………�539万1,000円
　老朽しているすまいるたうんばすの車輌を買い替える。

補正の主な事業

一般会計補正予算（第2号）
次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

賛
成
討
論
　
反
対
討
論

◯水道減免事業の延長� …………�846万円
　物価高騰の影響を受ける生活者・事業者を支援するため、水道基本料金４カ月分の減
免を行っているが、２カ月分延長をする。

歳入歳出にそれぞれ
� 3億2,429万8,000円を追加

現行のすまいるたうんばす
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議　案

議第48号�豊郷町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案
（条例の改正内容）　・昨今の物価高騰に対応するため宿泊料を引上げ
　　　　　　　　　・鉄道賃の特急使用の距離要件や日当、食卓料の廃止
　　　　　　　　　・私有自動車使用の際の車賃の単価変更等

議　案

議第56号�令和6年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について
一会計年度の決算について、適正かつ妥当な執行がされたか議会が審査を行う。
町長は監査委員の審査意見を付けて、決算を議会の認定に付さなければならない。

本会議での討論

本会議での討論

本会議での採決

賛成７人　反対３人 …… 賛成多数で認定

予算決算常任委員会での採決
賛成７人　反対３人 …… 賛成多数で認定

賛 成 西澤議員
　条例等にはきめ細か
くいろんな項目につい
て予算措置されてお
り、職員のためにも大
変大事な
こと。私
は賛成と
する。

反 対 今村議員
　実態として豊郷町職員の出張はほとんど県内。県外であっても日帰りで
行く市町が多いうえ日当が出ている。今、地方自治においても職員のスキ
ルを上げる、そして、職務の中でそれを生かす、といったことが今ほど大
事な時代はない。また、職員のメンタルヘルス的な自己啓発、セミナーも
各地で開催されている。もっと職員が各課でいろんなところで研修をして、
自分の仕事にも生かしていき、住民にとってもよりよい町のサービスがで
きるようになれば、その方が非常にいいことではないかと思う。
　今回の改正で、日当、食卓料を廃止して宿泊料だけというのは、現実性
に合わない。日当は残すべきで、宿泊料の引上げは物価高騰の中で当然だ
と思う。この条例改正については反対。

反 対 今村議員
　決算書では、実質収支額が約2億2,240万円の黒字。さらに、財政調整基金積立額が約3億800万円
であり、実質黒字は約5億3,000万円だった。豊郷町民の共同財布である予算は、民主主義に基づいて
財政運営をすることが、地方自治法や地方財政法にも明記されている。このことを受け、日本共産党町
議員団は、令和6年3月議会で、町予算に対する修正動議を提出した。喫緊の町民要求の中から、1つ、
高い介護サービス負担を減らすたびに、介護認定者激励金1,360万円、2つ、待機児童解消のため、待
機児童解消補助金300万円、3つ、少子化の中、子どもたちに高等教育の保障と、豊郷町への定住促進
を目指し、給付型奨学金880万円で総計2,540万円の増額修正を出した。今回の決算を見るに、5億円
を超える予算が未執行になったということは、地方財政の原則である総計予算主義や会計年度独立の原
則から逸脱をしていると考える。町民の多様な要求に沿った予算執行を怠った結果と言え、企業会計は
利益追求が求められるが、地方財政は先に述べた法に基づき執行されるべきものであるため反対とする。

本会議での採決

賛成８人　反対３人 …… 賛成多数で可決

賛成討論  反対討論
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議　案

議第57号�令和6年度豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
認定について

本会議での討論

本会議での採決

賛成７人　反対３人 …… 賛成多数で認定

文教民生常任委員会での採決
賛成３人　反対２人 …… 賛成多数で認定

賛 成 西澤議員
　国民保険制度は、他の
医療保険制度に加入され
ていない全ての住民の方を対象とした医療保険
制度。令和3年には現役世代への給付が少なく、
給付は高齢者中心、負担は現役世代の中心とい
う、これまでの社会保障の構築を見直し、全て
の世代で広く安心を支えていく、全世代対応型
の社会保障制度を構築するために、健康保険等
の一部を改正された。また、令和6年度におい
て診療費、調剤費、入院時食事・生活療養費、
訪問看護療養費といった療養の給付費等の費用
額は昨年度に比べて減少した。しかし、これは
社会保障の適用拡大や後期高齢者医療制度の移
行等の影響によるものであり、1人当たりの医療
費は増加傾向。今後の課題としては、①医療費
抑制と病気の早期発見、予防策、②特定検診受
診の向上、③国民健康保険事業特別会計の財政
基盤の強化を努めていくことだということを申
し上げ、全体的に適正な財政措置をされている
ため賛成とする。

反 対 今村議員
　国民健康保険法第1条
でその目的として、国民
健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社
会保障及び国民保健の向上に寄与すると書かれ
ている。また第2条では、国民健康保険は被保
険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な
保険給付を行うこと。また第3条には、都道府
県は、市町村とともにこの法律の定めるところ
により国民健康保険を行うことと明記されてい
る。実質収支額が約1,600万円、年度末の基金
残高が約4,170万円、合計約5,770万円。国保
加入者1人当たり約3万7,800円。町は県統一
化に向け、令和6年度に国保税の大幅値上げを
行った。そして、国保加入者の保険料や窓口負
担額も負担増が続いている。この国の制度改悪、
言いなりの町会計運営では国保世帯加入者の生
存権は守れない。町独自の施策として、傷病手
当の実施や高校生までの均等割の減免などを実
施すべきであると考え、反対とする。
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残高が約4,170万円、合計約5,770万円。国保
加入者1人当たり約3万7,800円。町は県統一
化に向け、令和6年度に国保税の大幅値上げを
行った。そして、国保加入者の保険料や窓口負
担額も負担増が続いている。この国の制度改悪、
言いなりの町会計運営では国保世帯加入者の生
存権は守れない。町独自の施策として、傷病手
当の実施や高校生までの均等割の減免などを実
施すべきであると考え、反対とする。
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議　案

議第58号�豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

本会議での討論

賛 成 西澤議員
　介護保険制度は、介護
が必要な高齢者の自立支
援や介護する家族の負担軽減を図るため、社会
全体で支え合うことを目的として、創設された
制度。介護サービス、在宅介護サービス給付及
び施設介護サービス給付費ほか、特定入所者介
護サービス、包括的な支援事業などの費用に財
政措置され、介護を受けている方々に支援され
ていると私は思う。今後の課題としては、①介
護保険事業運営に対する財源の確保、②介護現
場で働く労働力の不足、③介護保険者機能の強
化の取組。こうした課題を解決しながら、利用
者が自立した生活を続けられるよう、実態に即
した高齢者福祉と介護保険サービスに対して積
極に取り組んでいると勘案している。

反 対 今村議員
　実質収支額プラス基金
残高は約4,400万円。こ
れを1人当たりにすると、約2万2,000円の貯金
があるということ。3か年のうちの1年目の決算
が出て、第9期の初めに保険料を300円引き上
げて6,700円にしたが、この決算状況を見ると、
引上げをしなくても第9期を運営できることが、
今回の決算状況から推察がされる。居宅介護事業
所の減少は、今、町民の介護サービスを脅かす大
きな要因となっている。介護サービスが安心して
受けられる事業とすることが当然必要と求められ
るが、年をとっても住み慣れた環境で安心して暮
らし続けられる介護保険サービス、この町の介護
保険事業を実現していくためには、今回の決算で
は、甚だ不十分と考えられる。

文教民生常任委員会での採決
賛成３人　反対２人 …… 賛成多数で認定

本会議での採決
賛成７人　反対３人 …… 賛成多数で認定

議　案

議第59号�豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

本会議での採決

賛成７人　反対３人 …… 賛成多数で認定

文教民生常任委員会での採決
賛成３人　反対２人 …… 賛成多数で認定

本会議での討論

反 対 今村議員
　この制度は、後期高齢者を差別する制度で、世界で全国民を対象にする公的医療保険制度を持つ国で
は存在しない制度。本来は廃止すべきものと考える。さらに問題点として、これは広域連合議会で審議
をされているが、この広域議会には被保険者代表はおらず、被保険者の声が届かない。国は、後期高齢
者医療保険料を所得に応じた段階制を取らず一律に取り、窓口負担も原則1割負担であったのが、2割、
3割も導入している。後期高齢者になれば、複数の疾病で入院、通院が増えるのは当たり前。年金のみで
暮らす高齢者の健康や、また医療を保障する制度にはなっていないことを指摘して、反対とする。

賛成討論  反対討論
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議　案

請願第1号�生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、
速やかな対応を求める請願
＜請願趣旨＞
 2025年6月27日、厚生労働省が2013年から行った生活保護基準引き下げは違法であるとして、処
分取り消しを認める最高裁判判決を踏まえ、生活保護受給者全員に対し、独自措置を行い、国へ速や
かな対応を求めるよう意見書提出を求める請願。

文教民生常任委員会での採決
賛成３人　反対２人 …… 賛成多数で採択

本会議での採決

賛成４人　反対６人 …… 賛成少数で不採択

本会議での討論

賛 成 本田議員
　憲法25条では、全ての国民は、健康で、
文化的な最低限の生活を営む権利を有す
るとされている。この25条による国民の生存権を具体化した
ものが生活保護法。生活保護法基準は、最低賃金、住民税非課
税、国保減税など国民の最低基準を具体化する物差しとなって
おり、これを引き下げると国民には大きな影響を与える。
　厚生労働省が2013年から2015年の3年間、生活保護の生
活扶助基準を平均マイナス6.5％、最大1％、年間約580億円
を引き下げた。これを不服とした住民との間で争われ、6月27
日、最高裁はこの引下げ処分は違法と判断し、厚生労働省を断
罪し、住民側の勝訴とした。争点になったのは、厚労省が引下
げの根拠としたデフレ調整、物価の下落率に合わせて生活扶助
費を引き下げる点。2013年の総務省の消費者物価指数は2.35
％、厚労省の独自の物価指数はマイナス4.78％と、数値に2倍
近い差があった。
　こんなに違いが生じたのは、様々な物価の動向を調査してい
る総務省調査に対して、厚労省調査は引下げの基準点を石油や
穀物が高騰した年で物価が急に高騰した2008年に定め、また、
白物家電の価格が大きく下落した2013年に、パソコン、テレ
ビなどの購入の前提を調査項目としたため。しかも、生活保護
基準の検証に当たって物価を考慮したことはそれ以前にはなか
った。
　最高裁判決は、厚労省物価調査が恣意的であることを認め、
生活保護の引下げは専門家の知見に基づくとは認められない、
デフレ調整の判断過程と手続に誤りがあったとし、生活保護基
準の引下げ処分が生活保護法3条及び8条2項に違反して違法
であるとして、取り消した。それにもかかわらず、厚生労働省は、
原告、生活保護利用者に謝罪を行っていない。国は行政として
はもとより、人間として許されない態度を取っている。請願事
項は11年間に及ぶ審議を踏まえ、最高裁が示した判決に基づ
いた上記に沿った内容である。

反 対
河合議員
　請願たるものは、紹介議員が
内容を十二分に把握して、賛同
の上、趣旨説明や質疑に対する
答弁を行うべきだと常々言って
きた。安直でサインなどしない
ことということ。この請願では、
紹介議員が3名もいるのにかかわ
らず、なぜか参考人招致が行わ
れたことは、いかがなものかと
私は思う。
　生活保護費の目的は、生活に
困窮する方に対し、その困窮の
程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限の生活を
保障するとともに、自立を助長
することであるということに、
私は真に生活保護制度の必要な
方々に生活保護費が支給される
ことを願っている。国は判決を
真摯に受け止め、専門者会議の
中で取りまとめていると聞く。
現時点において、町議会が国に
対して意見書を提出するときで
はない。我々議員の役割は、ま
ず町に対しての住民の福祉向上
につながる提案等を行うことが
先決だと私は思う。したがって、
今回の請願については、時期尚
早であるとして、反対。
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議　案

請願第1号�生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、
速やかな対応を求める請願
＜請願趣旨＞
 2025年6月27日、厚生労働省が2013年から行った生活保護基準引き下げは違法であるとして、処
分取り消しを認める最高裁判判決を踏まえ、生活保護受給者全員に対し、独自措置を行い、国へ速や
かな対応を求めるよう意見書提出を求める請願。

文教民生常任委員会での採決
賛成３人　反対２人 …… 賛成多数で採択

本会議での採決

賛成４人　反対６人 …… 賛成少数で不採択

本会議での討論

賛 成 本田議員
　憲法25条では、全ての国民は、健康で、
文化的な最低限の生活を営む権利を有す
るとされている。この25条による国民の生存権を具体化した
ものが生活保護法。生活保護法基準は、最低賃金、住民税非課
税、国保減税など国民の最低基準を具体化する物差しとなって
おり、これを引き下げると国民には大きな影響を与える。
　厚生労働省が2013年から2015年の3年間、生活保護の生
活扶助基準を平均マイナス6.5％、最大1％、年間約580億円
を引き下げた。これを不服とした住民との間で争われ、6月27
日、最高裁はこの引下げ処分は違法と判断し、厚生労働省を断
罪し、住民側の勝訴とした。争点になったのは、厚労省が引下
げの根拠としたデフレ調整、物価の下落率に合わせて生活扶助
費を引き下げる点。2013年の総務省の消費者物価指数は2.35
％、厚労省の独自の物価指数はマイナス4.78％と、数値に2倍
近い差があった。
　こんなに違いが生じたのは、様々な物価の動向を調査してい
る総務省調査に対して、厚労省調査は引下げの基準点を石油や
穀物が高騰した年で物価が急に高騰した2008年に定め、また、
白物家電の価格が大きく下落した2013年に、パソコン、テレ
ビなどの購入の前提を調査項目としたため。しかも、生活保護
基準の検証に当たって物価を考慮したことはそれ以前にはなか
った。
　最高裁判決は、厚労省物価調査が恣意的であることを認め、
生活保護の引下げは専門家の知見に基づくとは認められない、
デフレ調整の判断過程と手続に誤りがあったとし、生活保護基
準の引下げ処分が生活保護法3条及び8条2項に違反して違法
であるとして、取り消した。それにもかかわらず、厚生労働省は、
原告、生活保護利用者に謝罪を行っていない。国は行政として
はもとより、人間として許されない態度を取っている。請願事
項は11年間に及ぶ審議を踏まえ、最高裁が示した判決に基づ
いた上記に沿った内容である。

反 対
河合議員
　請願たるものは、紹介議員が
内容を十二分に把握して、賛同
の上、趣旨説明や質疑に対する
答弁を行うべきだと常々言って
きた。安直でサインなどしない
ことということ。この請願では、
紹介議員が3名もいるのにかかわ
らず、なぜか参考人招致が行わ
れたことは、いかがなものかと
私は思う。
　生活保護費の目的は、生活に
困窮する方に対し、その困窮の
程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限の生活を
保障するとともに、自立を助長
することであるということに、
私は真に生活保護制度の必要な
方々に生活保護費が支給される
ことを願っている。国は判決を
真摯に受け止め、専門者会議の
中で取りまとめていると聞く。
現時点において、町議会が国に
対して意見書を提出するときで
はない。我々議員の役割は、ま
ず町に対しての住民の福祉向上
につながる提案等を行うことが
先決だと私は思う。したがって、
今回の請願については、時期尚
早であるとして、反対。
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議
第
51
号
　
令
和
7
年
度
豊
郷
町
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

総

務

課

問�

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
減
収

補
填
特
例
交
付
金
と
は
。
減
額
理
由
は
。

答 

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
で
、
本
町
の
住
民

税
が
減
っ
た
分
を
国
が
補
填
す
る
も
の
。

問�

令
和
7
年
度
の
普
通
交
付
税
の
現
在

高
は
い
く
ら
か
。

答 

12
億
9
，1
2
9
万
円
。

問�

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
事
業
補
助
金
は
ど

こ
に
何
箇
所
設
置
さ
れ
る
の
か
。

答 

吉
田
区
に
5
台
。

税

務

課

問�

固
定
資
産
税
・
町
民
税
還
付
金

2
8
0
万
の
内
訳
説
明
を
。

答 

主
に
法
人
税
と
町
県
民
税
の
還
付

金
。
大
き
な
も
の
で
は
法
人
税
の
修
正
申

教
育
委
員
会

問�

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
民
間
施
設
利
用

児
童
生
徒
支
援
事
業
補
助
金
の
詳
細
を
。

答 

1
日
1
，0
0
0
円
で
、
１
ヶ
月
1

万
円
上
限
。
県
の
補
助
金（
2
分
の
1
の

補
助
）
申
請
が
4
月
に
終
了
し
て
お
り
、

追
加
申
請
が
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
今
年

度
利
用
が
あ
っ
た
場
合
は
単
独
で
全
額
支

給
し
、
来
年
度
以
降
は
県
の
補
助
金
を
活

用
す
る
。

問�

日
栄
小
学
校
管
理
費
の
修
繕
料

2
3
3
万
円
の
詳
細
を
。

答 

体
育
館
の
消
火
器
4
台
、
L
E
D
の

誘
導
灯
の
不
良
箇
所
2
台
、
非
常
用
照
明

器
具
41
台
を
更
新
す
る
。

問�

日
栄
小
学
校
管
理
費
の
冷
暖
房
設
備

保
守
点
検
委
託
料
31
万
円
の
詳
細
を
。

答 

厨
房
用
エ
ア
コ
ン
の
分
解
洗
浄
作
業

の
委
託
を
行
う
。

問�
中
学
校
管
理
費
の
修
繕
料
99
万
円
の

詳
細
を
。

答 

消
防
設
備
の
点
検
で
修
繕
箇
所
が
指

摘
さ
れ
た
。
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
の
消
火
器
５

本
と
体
育
館
の
自
火
報
の
感
知
器
２
台

を
改
修
す
る
。

討
論
な
し

全
員
賛
成
で
可
決

議
第
56
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
一

般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い

て

総

務

課

問�

交
通
指
導
員
等
活
動
の
6
年
度
実
績

は
。

答 

交
通
指
導
員
15
名
、
シ
ル
バ
ー
キ
ャ

ラ
バ
ン
隊
15
名
の
計
30
名
に
、
上
期
、
下

期
で
活
動
費
を
交
付
。

企
画
振
興
課

問�

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム

整
備
費
補
助
金
の
事
業
内
容
説
明
を
。

答 

企
画
振
興
課
所
管
分
の
2
6
2
万

円
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
中
間
サ
ー
バ
ー

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
維
持
管

告
で
1
3
0
万
円
の
還
付
金
が
あ
っ
た
。

産
業
振
興
課

問�

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
援
対
策
事

業
負
担
金
の
対
象
の
農
家
数
、
面
積
は
。

答 

令
和
6
年
度
実
績
で
11
団
体
の
団
体

が
活
動
さ
れ
て
い
る
。
あ
ぜ
の
除
草
、
長

期
中
干
し
が
5
，7
4
5
ア
ー
ル
。

上
下
水
道
課

問�

水
道
基
本
料
金
の
減
免
は
9
月
か
ら

と
い
う
話
だ
っ
た
が
、
詳
細
は
。

答 

8
月
使
用
分
が
9
月
に
請
求
さ
れ

る
。
9
月
の
引
落
と
し
・
納
付
書
発
行
分

か
ら
減
免
を
開
始
す
る
。

人
権
政
策
課

問�

修
繕
料
1
3
1
万
円
の
内
容
は
。

答 

日
栄
の
子
ど
も
公
園
フ
ェ
ン
ス
の
修

繕
行
う
の
に
55
万
円
。
三
ツ
池
の
団
地
内

細
い
残
地
の
舗
装
を
行
う
、
76
万
円
。

予
算
決
算
常
任
委
員
会

委員会 Report
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次
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ペ
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は
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会�Report

理
費
に
充
て
る
費
用
と
し
て
補
助
さ
れ
た

も
の
。

問�

電
算
計
算
管
理
費
の
委
託
料
、
シ
ス

テ
ム
開
発
委
託
料
1
，3
1
4
万
円
委
託

内
容
と
委
託
先
は
。

答 

全
て
標
準
化
の
シ
ス
テ
ム
移
行
業

務
。
委
託
先
は
ケ
ー
ケ
ー
シ
ー
情
報
シ
ス

テ
ム
、
機
器
の
関
係
は
オ
プ
テ
ー
ジ
。

税

務

課

問�

町
民
税
が
前
年
に
比
べ
て
15
％
マ
イ

ナ
ス
に
な
っ
た
要
因
は
。

答 

令
和
6
年
度
は
定
額
減
税
に
よ
る
1

人
当
た
り
1
万
円
の
減
税
が
あ
っ
た
た

め
。

問�

町
民
税
は
ど
う
い
っ
た
理
由
や
経
緯

で
不
納
欠
損
に
至
る
の
か
。

答 

生
活
保
護
や
廃
業
、
居
所
不
明
等
。

問�

固
定
資
産
税
前
納
報
奨
金
の
活
用
実

績
と
1
件
当
た
り
の
平
均
金
額
は
い
く

ら
か
。

答 

令
和
6
年
3
，5
0
5
件
の
う
ち
前

納
報
奨
金
を
利
用
さ
れ
た
の
が
2
，２
１

２
件
。
1
人
当
た
り
1
，3
9
3
円
。

地
域
整
備
課

問�

不
動
産
売
払
収
入
の
実
績
の
説
明

を
。

答 

①
沢
4
1
4
番
地
付
近
。
機
能
を

失
っ
て
い
る
水
路
の
払
下
げ
。
新
築
の

家
を
建
て
る
た
め
敷
地
を
一
体
利
用
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
売
払
い
を
し
た
。

② 

大
町
。
役
場
か
ら
三
ツ
池
を
抜
け
る
国

道
8
号
線
手
前
に
あ
る
戸
田
倉
庫
内

の
水
路
。
敷
地
一
体
利
用
と
し
て
利
用

さ
れ
る
た
め
払
い
下
げ
た
。

人
権
政
策
課

問�

改
良
住
宅
使
用
料
の
徴
収
件
数
は
。

答 

96
件
。

問�

改
良
住
宅
の
譲
渡
は
何
軒
あ
っ
た
の

か
。
ま
た
、
譲
渡
事
業
対
象
の
残
り
は
何

軒
か
。

答 

令
和
6
年
度
に
譲
渡
が
終
わ
っ
た
の

は
2
軒
。
あ
と
73
軒
残
っ
て
い
る
。

問�

公
営
住
宅
費
の
光
熱
水
費
と
修
繕
料

の
内
訳
は
。

答 

光
熱
水
費
：
各
団
地
の
電
気
代
42
万

保
健
福
祉
課

問�

障
害
者
医
療
費
負
担
金
の
対
象
者
数

は
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
人
工
透
析
の
方
は

何
名
か
。

答 

厚
生
医
療
と
育
成
医
療
の
対
象
33

名
。
人
工
透
析
の
方
は
19
名
。

問�

障
害
児
入
所
給
付
費
等
事
業
負
担
金

の
対
象
者
数
と
利
用
施
設
は
。

答 

年
度
中
で
増
減
が
あ
る
が
、
約
25
人

が
対
象
。

医
療
保
険
課

問�

湖
東
圏
域
の
発
達
障
が
い
対
象
児

の
具
体
的
な
早
期
発
見
の
支
援
対
策
が

あ
っ
た
の
か
。

答 

支
援
対
策
は
小
児
科
医
発
達
外
来
を

週
2
回
設
け
て
お
り
、4
町
で
30
名
受
診
。

う
ち
豊
郷
町
は
、
1
名
の
方
が
令
和
6
年

度
に
新
規
の
受
診
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で

き
た
。

円
。
水
道
の
使
用
料
2
万
円
。

　
修
繕
料
：
管
工
事
21
件
、
建
具
工
事

16
件
、板
金
工
事
8
件
等
、56
件
の
修
繕
。

教
育
委
員
会

問�

保
育
園
給
食
費
2
2
7
万
円
は
何

名
分
の
徴
収
か
。

答 

前
期
14
名
、
後
期
20
名
、
延
べ

5
0
5
名
分
。

問�

中
学
校
の
修
繕
料
1
，0
9
4
万
円

の
内
容
は
。

答 

雨
漏
り
の
緊
急
修
繕
1
3
2
万
、

自
動
火
災
報
知
機
設
備
の
更
新
工
事

5
5
6
万
円
、
体
育
館
の
音
響
設
備
の

更
新
に
2
8
1
万
円
。
そ
の
他
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
劣
化
部
品
や
ガ
ス
漏
れ
報
知
機
の

取
替
え
等
小
規
模
な
修
繕
を
行
っ
た
。

討
論
あ
り（
反
対
討
論
、賛
成
討
論
）

賛
成
多
数
で
可
決
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理
費
に
充
て
る
費
用
と
し
て
補
助
さ
れ
た

も
の
。

問�
電
算
計
算
管
理
費
の
委
託
料
、
シ
ス

テ
ム
開
発
委
託
料
1
，3
1
4
万
円
委
託

内
容
と
委
託
先
は
。

答 

全
て
標
準
化
の
シ
ス
テ
ム
移
行
業

務
。
委
託
先
は
ケ
ー
ケ
ー
シ
ー
情
報
シ
ス

テ
ム
、
機
器
の
関
係
は
オ
プ
テ
ー
ジ
。

税

務

課

問�

町
民
税
が
前
年
に
比
べ
て
15
％
マ
イ

ナ
ス
に
な
っ
た
要
因
は
。

答 

令
和
6
年
度
は
定
額
減
税
に
よ
る
1

人
当
た
り
1
万
円
の
減
税
が
あ
っ
た
た

め
。

問�

町
民
税
は
ど
う
い
っ
た
理
由
や
経
緯

で
不
納
欠
損
に
至
る
の
か
。

答 

生
活
保
護
や
廃
業
、
居
所
不
明
等
。

問�

固
定
資
産
税
前
納
報
奨
金
の
活
用
実

績
と
1
件
当
た
り
の
平
均
金
額
は
い
く

ら
か
。

答 

令
和
6
年
3
，5
0
5
件
の
う
ち
前

納
報
奨
金
を
利
用
さ
れ
た
の
が
2
，２
１

２
件
。
1
人
当
た
り
1
，3
9
3
円
。

地
域
整
備
課

問�

不
動
産
売
払
収
入
の
実
績
の
説
明

を
。

答 

①
沢
4
1
4
番
地
付
近
。
機
能
を

失
っ
て
い
る
水
路
の
払
下
げ
。
新
築
の

家
を
建
て
る
た
め
敷
地
を
一
体
利
用
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
売
払
い
を
し
た
。

② 

大
町
。
役
場
か
ら
三
ツ
池
を
抜
け
る
国

道
8
号
線
手
前
に
あ
る
戸
田
倉
庫
内

の
水
路
。
敷
地
一
体
利
用
と
し
て
利
用

さ
れ
る
た
め
払
い
下
げ
た
。

人
権
政
策
課

問�

改
良
住
宅
使
用
料
の
徴
収
件
数
は
。

答 

96
件
。

問�

改
良
住
宅
の
譲
渡
は
何
軒
あ
っ
た
の

か
。
ま
た
、
譲
渡
事
業
対
象
の
残
り
は
何

軒
か
。

答 

令
和
6
年
度
に
譲
渡
が
終
わ
っ
た
の

は
2
軒
。
あ
と
73
軒
残
っ
て
い
る
。

問�
公
営
住
宅
費
の
光
熱
水
費
と
修
繕
料

の
内
訳
は
。

答 

光
熱
水
費
：
各
団
地
の
電
気
代
42
万

保
健
福
祉
課

問�

障
害
者
医
療
費
負
担
金
の
対
象
者
数

は
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
人
工
透
析
の
方
は

何
名
か
。

答 

厚
生
医
療
と
育
成
医
療
の
対
象
33

名
。
人
工
透
析
の
方
は
19
名
。

問�

障
害
児
入
所
給
付
費
等
事
業
負
担
金

の
対
象
者
数
と
利
用
施
設
は
。

答 

年
度
中
で
増
減
が
あ
る
が
、
約
25
人

が
対
象
。

医
療
保
険
課

問�

湖
東
圏
域
の
発
達
障
が
い
対
象
児

の
具
体
的
な
早
期
発
見
の
支
援
対
策
が

あ
っ
た
の
か
。

答 

支
援
対
策
は
小
児
科
医
発
達
外
来
を

週
2
回
設
け
て
お
り
、4
町
で
30
名
受
診
。

う
ち
豊
郷
町
は
、
1
名
の
方
が
令
和
6
年

度
に
新
規
の
受
診
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で

き
た
。

円
。
水
道
の
使
用
料
2
万
円
。

　
修
繕
料
：
管
工
事
21
件
、
建
具
工
事

16
件
、板
金
工
事
8
件
等
、56
件
の
修
繕
。

教
育
委
員
会

問�

保
育
園
給
食
費
2
2
7
万
円
は
何

名
分
の
徴
収
か
。

答 

前
期
14
名
、
後
期
20
名
、
延
べ

5
0
5
名
分
。

問�

中
学
校
の
修
繕
料
1
，0
9
4
万
円

の
内
容
は
。

答 

雨
漏
り
の
緊
急
修
繕
1
3
2
万
、

自
動
火
災
報
知
機
設
備
の
更
新
工
事

5
5
6
万
円
、
体
育
館
の
音
響
設
備
の

更
新
に
2
8
1
万
円
。
そ
の
他
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
劣
化
部
品
や
ガ
ス
漏
れ
報
知
機
の

取
替
え
等
小
規
模
な
修
繕
を
行
っ
た
。

討
論
あ
り（
反
対
討
論
、賛
成
討
論
）

賛
成
多
数
で
可
決
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答 

住
民
票
の
異
動
等
を
注
視
し
て
い

る
。

問�

給
水
人
口
・
配
水
量
が
減
っ
て
い
る

が
、給
水
戸
数
は
増
え
て
い
る
。
要
因
は
。

答 

核
家
族
や
単
身
世
帯
が
増
え
た
こ
と

に
よ
り
、
給
水
戸
数
が
増
え
た
。
ま
た
、

シ
ャ
ワ
ー
ヘ
ッ
ド
や
、
ト
イ
レ
、
洗
濯
機

の
性
能
が
改
善
さ
れ
、
節
水
能
力
の
高
い

器
具
が
増
え
て
き
て
い
る
た
め
、
使
用
さ

れ
る
水
の
量
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。

問�

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
員
の
報
酬
額

は
。

答 

1
件
の
検
針
ご
と
に
税
込
み
で

1
1
0
円
。

問�

定
年
は
あ
る
の
か
。

答 

特
に
定
め
て
い
な
い
。

問�

顧
問
弁
護
士
報
酬
の
内
容
と
件
数

は
。

答 

未
納
使
用
料
の
回
収
の
際
、
内
容
証

明
等
を
送
付
い
た
だ
い
て
い
る
。
最
終
的

に
通
知
を
4
名
の
方
に
送
っ
た
。

問�

工
事
負
担
金
の
移
転
補
償
費
の
内
容

説
明
を
。

答 

安
食
西
八
目
線（
県
道
）の
工
事
に

て
、
配
水
管
の
移
設
工
事
を
行
っ
た
。
そ

の
部
分
を
県
か
ら
町
に
補
償
さ
れ
る
。

問�

北
部
浄
水
場
の
新
た
な
井
戸
の
場
所

と
進
捗
状
況
は
。

答 

具
体
的
な
場
所
は
決
ま
っ
て
い
な

い
。
浄
水
場
裏
の
墓
辺
り
か
ら
甲
良
町
の

方
に
向
け
、
一
直
線
上
に
田
ん
ぼ
を
電
磁

探
査
に
か
け
、
水
質
の
い
い
と
こ
ろ
を
探

す
。
業
者
は
決
ま
り
、
こ
れ
か
ら
電
磁
探

査
調
査
に
入
る
予
定
。

討
論
な
し

全
員
賛
成
で
可
決

議
第
55
号
　
令
和
7
年
度
豊
郷
町
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）

上
下
水
道
課

問�

会
計
年
度
任
用
職
員
の
際
は
任
用
企

業
職
員
だ
が
、
一
般
職
員
に
な
っ
た
場
合

の
任
命
権
者
は
。

答 

任
命
権
者
は
町
長
。
そ
こ
か
ら
人
事

で
水
道
課
に
異
動
し
、
水
道
事
業
管
理
者

が
任
命
権
者
に
な
る
。

討
論
な
し

全
員
賛
成
で
可
決

議
第
60
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
水

道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

上
下
水
道
課

問�

水
道
使
用
料
の
経
営
指
標
で
料
金
回

総
務
産
業
建
設
常
任
委
員
会

収
率
と
は
。
令
和
5
年
度
が
92・
88
％
、

令
和
6
年
度
が
81・54
％
と
10
％
程
料
金

回
収
率
が
落
ち
て
い
る
が
。

答 

料
金
回
収
率
は
、
経
常
経
費
の
部
分

を
使
用
料
金
で
ど
の
ぐ
ら
い
賄
え
て
い
る

か
と
い
う
指
標
。
変
動
し
た
理
由
は
、
5

年
度
か
ら
6
年
度
に
繰
越
事
業
が
あ
り
、

6
年
度
に
執
行
し
た
た
め
、
費
用
化
し
た

経
費
が
増
大
し
て
回
収
率
が
下
が
っ
た
。

問�

未
届
け
の
水
道
利
用
の
原
因
と
件
数

は
。

答 

計
量
法
の
関
係
で
8
年
に
1
回
は
水

道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
が
必
要
で
あ
り
、
休

止
中
の
メ
ー
タ
ー
も
交
換
す
る
。
そ
の
際

メ
ー
タ
ー
が
動
い
て
お
り
、
開
栓
届
の
届

出
が
な
い
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
遡さ

か
の
ぼ

っ
て
使
用
料
を
払
っ
て

い
た
だ
く
予
定
。
令
和
6
年
度
に
交
換
し

て
発
覚
し
た
の
は
こ
の
1
件
の
み
。

問�

未
届
け
使
用
を
予
防
す
る
方
法
は
な

い
の
か
。
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／
議
案
審
議
　
私
は
こ
う
判
断 れ

が
継
続
さ
れ
る
。

問�

今
後
の
水
道
料
金
値
上
げ
も
含
め
、

町
と
し
て
の
長
期
的
な
方
針
は
あ
る
の

か
。

答 

物
価
の
高
騰
等
の
た
め
処
理
費
が
増

え
、
今
後
の
見
通
し
も
つ
か
な
い
。
下
水

道
の
処
理
費
、
処
理
の
関
係
は
、
流
域
と

県
に
お
願
い
し
て
い
る
た
め
、
負
担
金
は

払
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
物
価
高
騰
の
あ
お

り
で
、
ほ
か
の
市
町
も
順
番
に
値
上
げ
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
収
入
増
の
た
め
、
使

用
料
の
値
上
げ
を
審
議
会
に
投
げ
か
け

答
申
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

問�

沢
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
取
替
工
事
の

詳
細
を
。

答 

天
下
一
品
豊
郷
店
か
ら
1
本
北
側
の

道
に
あ
る
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
の
ポ
ン
プ

自
体
交
換
が
必
要
に
な
り
、
2
基
交
換
を

行
っ
た
。
年
次
点
検
で
交
換
が
必
要
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
た
た
め
交
換
し
た
。

問�

県
道
安
食
西
八
目
線
補
助
道
路
布
設

替
工
事
の
詳
細
を
。

答 

安
食
西
八
目
線
の
拡
幅
工
事
を
さ
れ

る
が
、
道
路
の
真
ん
中
に
人じ

ん

孔こ
う

が
来
て

議
第
61
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
下

水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

上
下
水
道
課

問�

管
渠
費
の
修
繕
内
容
の
説
明
を
。

答 

①
公
共
下
水
道
管
渠
マ
ン
ホ
ー
ル
修

繕
：
令
和
5
年
度
に
実
施
し
た
カ
メ
ラ

調
査
で
発
見
し
た
必
要
な
箇
所
の
修

繕
。
マ
ン
ホ
ー
ル
の
か
さ
上
げ
や
、
マ

ン
ホ
ー
ル
周
り
の
舗
装
等
。

② 

石
畑
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
修
繕
：
石
畑

に
あ
る
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
が
故
障
し

た
た
め
緊
急
修
繕
を
行
っ
た
。

③ 

雨
降
野
墓
地
道
線
舗
装
工
事
下
水
道

負
担
分
：
地
域
整
備
課
が
雨
降
野
の

舗
装
工
事
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
の
一

部
に
下
水
道
管
敷
設
時
の
転
圧
不
足

が
原
因
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
た

め
、
負
担
金
と
い
う
形
で
舗
装
の
一
部

負
担
を
し
た
。

④ 

三
ツ
池
防
災
道
路
線
1
号
人じ

ん

孔こ
う

修
繕
：

三
ツ
池
防
災
道
路
線
1
号
と
い
う
町

道
の
人じ

ん

孔こ
う

周
り
の
修
繕
を
行
っ
た
。

し
ま
い
今
後
の
維
持
管
理
上
支
障
が
出

る
た
め
、
人じ

ん

孔こ
う

の
位
置
を
ず
ら
す
工
事
を

行
っ
た
。
場
所
は
阿
自
岐
神
社
の
裏
辺
り

の
十
字
路
。

討
論
な
し

全
員
賛
成
で
可
決

⑤ 

八
目
里
道
公
共
汚
水
桝
撤
去
：
中
山
道

沿
い
。
地
域
整
備
課
が
地
籍
の
更
正
を

し
た
が
、
里
道
側
に
公
共
桝
が
残
置
さ

れ
て
し
ま
う
た
め
撤
去
し
た
。

問�

下
水
道
認
定
メ
ー
タ
ー
検
針
の
場
所

と
委
託
先
は
ど
こ
か
。

答 

井
戸
水
を
使
っ
て
い
る
事
業
所
等
に

は
下
水
に
流
入
す
る
た
め
の
メ
ー
タ
ー
が

な
い
の
で
、
流
量
が
分
か
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
認
定
メ
ー
タ
ー
を
料
金
算
定
用
に

設
置
。
検
針
は
水
道
の
検
針
員
さ
ん
に
併

せ
て
3
件
を
委
託
し
て
い
る
。

問�

昨
年
度
、
県
の
流
域
下
水
道
が
負
担

増
を
決
め
た
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、
県
全

体
の
計
画
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
。
ま

た
、
豊
郷
町
へ
の
影
響
は
。

答 

令
和
7
年
度
は
処
理
単
価
据
置
き
で

進
ん
で
い
る
。
令
和
8
年
度
か
ら
負
担
が

1
立
米
当
た
り
61・
6
円
→
72・
4
円
で

決
定
し
た
。
豊
郷
町
は
大
体
1
，0
0
0

～
1
，3
0
0
万
円
程
増
額
に
な
る
試
算

を
し
て
い
る
。

問�

増
額
見
込
み
は
単
年
度
か
。

答 

単
年
度
で
値
上
が
り
し
、
今
後
も
そ

13　 とよさと議会  第98号



次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

委
員
会�Report

／
議
案
審
議
　
私
は
こ
う
判
断 れ

が
継
続
さ
れ
る
。

問�

今
後
の
水
道
料
金
値
上
げ
も
含
め
、

町
と
し
て
の
長
期
的
な
方
針
は
あ
る
の

か
。

答 

物
価
の
高
騰
等
の
た
め
処
理
費
が
増

え
、
今
後
の
見
通
し
も
つ
か
な
い
。
下
水

道
の
処
理
費
、
処
理
の
関
係
は
、
流
域
と

県
に
お
願
い
し
て
い
る
た
め
、
負
担
金
は

払
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
物
価
高
騰
の
あ
お

り
で
、
ほ
か
の
市
町
も
順
番
に
値
上
げ
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
収
入
増
の
た
め
、
使

用
料
の
値
上
げ
を
審
議
会
に
投
げ
か
け

答
申
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

問�

沢
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
取
替
工
事
の

詳
細
を
。

答 

天
下
一
品
豊
郷
店
か
ら
1
本
北
側
の

道
に
あ
る
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
の
ポ
ン
プ

自
体
交
換
が
必
要
に
な
り
、
2
基
交
換
を

行
っ
た
。
年
次
点
検
で
交
換
が
必
要
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
た
た
め
交
換
し
た
。

問�
県
道
安
食
西
八
目
線
補
助
道
路
布
設

替
工
事
の
詳
細
を
。

答 

安
食
西
八
目
線
の
拡
幅
工
事
を
さ
れ

る
が
、
道
路
の
真
ん
中
に
人じ

ん

孔こ
う

が
来
て

議
第
61
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
下

水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

上
下
水
道
課

問�

管
渠
費
の
修
繕
内
容
の
説
明
を
。

答 

①
公
共
下
水
道
管
渠
マ
ン
ホ
ー
ル
修

繕
：
令
和
5
年
度
に
実
施
し
た
カ
メ
ラ

調
査
で
発
見
し
た
必
要
な
箇
所
の
修

繕
。
マ
ン
ホ
ー
ル
の
か
さ
上
げ
や
、
マ

ン
ホ
ー
ル
周
り
の
舗
装
等
。

② 

石
畑
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
修
繕
：
石
畑

に
あ
る
マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
が
故
障
し

た
た
め
緊
急
修
繕
を
行
っ
た
。

③ 

雨
降
野
墓
地
道
線
舗
装
工
事
下
水
道

負
担
分
：
地
域
整
備
課
が
雨
降
野
の

舗
装
工
事
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
の
一

部
に
下
水
道
管
敷
設
時
の
転
圧
不
足

が
原
因
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
た

め
、
負
担
金
と
い
う
形
で
舗
装
の
一
部

負
担
を
し
た
。

④ 

三
ツ
池
防
災
道
路
線
1
号
人じ

ん

孔こ
う

修
繕
：

三
ツ
池
防
災
道
路
線
1
号
と
い
う
町

道
の
人じ

ん

孔こ
う

周
り
の
修
繕
を
行
っ
た
。

し
ま
い
今
後
の
維
持
管
理
上
支
障
が
出

る
た
め
、
人じ

ん

孔こ
う

の
位
置
を
ず
ら
す
工
事
を

行
っ
た
。
場
所
は
阿
自
岐
神
社
の
裏
辺
り

の
十
字
路
。

討
論
な
し

全
員
賛
成
で
可
決

⑤ 

八
目
里
道
公
共
汚
水
桝
撤
去
：
中
山
道

沿
い
。
地
域
整
備
課
が
地
籍
の
更
正
を

し
た
が
、
里
道
側
に
公
共
桝
が
残
置
さ

れ
て
し
ま
う
た
め
撤
去
し
た
。

問�

下
水
道
認
定
メ
ー
タ
ー
検
針
の
場
所

と
委
託
先
は
ど
こ
か
。

答 

井
戸
水
を
使
っ
て
い
る
事
業
所
等
に

は
下
水
に
流
入
す
る
た
め
の
メ
ー
タ
ー
が

な
い
の
で
、
流
量
が
分
か
ら
な
い
。
そ
の

た
め
、
認
定
メ
ー
タ
ー
を
料
金
算
定
用
に

設
置
。
検
針
は
水
道
の
検
針
員
さ
ん
に
併

せ
て
3
件
を
委
託
し
て
い
る
。

問�

昨
年
度
、
県
の
流
域
下
水
道
が
負
担

増
を
決
め
た
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、
県
全

体
の
計
画
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
。
ま

た
、
豊
郷
町
へ
の
影
響
は
。

答 

令
和
7
年
度
は
処
理
単
価
据
置
き
で

進
ん
で
い
る
。
令
和
8
年
度
か
ら
負
担
が

1
立
米
当
た
り
61・
6
円
→
72・
4
円
で

決
定
し
た
。
豊
郷
町
は
大
体
1
，0
0
0

～
1
，3
0
0
万
円
程
増
額
に
な
る
試
算

を
し
て
い
る
。

問�

増
額
見
込
み
は
単
年
度
か
。

答 

単
年
度
で
値
上
が
り
し
、
今
後
も
そ

13　 とよさと議会  第98号



答 

給
付
費
の
不
足
。
計
画
値
よ
り
大
幅

に
増
え
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。

問�

令
和
6
年
度
の
特
定
入
所
者
は
何
人

か
。

答 

月
平
均
59
人
程
。

討
論
あ
り（
反
対
討
論
、賛
成
討
論
）

賛
成
多
数
で
可
決

議
第
59
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
後

期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

医
療
保
険
課

問�

高
齢
者
人
口
の
今
後
の
動
向
は
。

答 

二
、
三
年
後
に
も
う
少
し
人
口
の
多

い
層
が
到
達
す
る
た
め
、
後
期
高
齢
者
自

体
は
減
ら
な
い
見
込
み
。
た
だ
、
65
歳
以

上
の
到
達
さ
れ
る
方
は
し
ば
ら
く
少
な
く

な
っ
て
い
く
予
想
。

討
論
あ
り（
反
対
討
論
）

賛
成
多
数
で
可
決

議
第
57
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定
に
つ
い
て

税

務

課

問�

国
民
健
康
保
険
税（
医
療
給
付
費

分
）の
軽
減
世
帯
は
全
体
の
何
％
か
。

答 

約
60・5
％
。

医
療
保
険
課

問�

特
別
交
付
金（
保
険
者
努
力
支
援

分
、
特
別
調
整
交
付
金
分
）の
実
績
内
容

は
。

答 

保
険
者
努
力
支
援
分
：
重

ち
ょ
う

複ふ
く

頻ひ
ん

回か
い

の

受
診
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
後
発
医
薬
品

の
使
用
率
、
収
納
率
な
ど
で
、
項
目
ご
と

の
ポ
イ
ン
ト
に
応
じ
て
交
付
さ
れ
る
。

　
特
別
調
整
交
付
金
：
非
自
発
的
失
業

者
の
方
へ
の
軽
減
分
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の

費
用
、
制
度
改
正
等
、
産
前
産
後
の
保
険

文
教
民
生
常
任
委
員
会料

負
担
金
の
回
収
の
シ
ス
テ
ム
改
修
費
な

ど
が
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

問�

令
和
７
年
度
は
被
保
険
者
が
１
０
０

人
以
上
減
少
す
る
推
計
に
な
っ
て
い
る
。

状
況
は
。

答 

令
和
7
年
8
月
時
点
で
被
保
険
者
数

は
1
，4
5
9
人
。
減
少
が
進
ん
で
い
る
。

討
論
あ
り（
反
対
討
論
、賛
成
討
論
）

賛
成
多
数
で
可
決

議
第
58
号
　
令
和
6
年
度
豊
郷
町
介

護
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て

医
療
保
険
課

問�

介
護
給
付
費
準
備
基
金
繰
入
金
、
当

初
予
算
9
6
0
万
か
ら
1
，0
8
1
万
円

に
増
額
補
正
さ
れ
た
。
増
額
に
な
っ
た
要

因
は
。
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議案審議私私ははこう判断こう判断
令和7年� 9月 �定例会
賛否が分かれたもの

議員名
結果長

谷
川

西
　
山

井
　
上

本
　
田

辻󠄀󠄀
　
本

中
　
島

村
　
岸

前
　
田

西
　
澤

鈴
　
木

河
　
合

今
　
村

議第41号 令和6年度財政健全化判断比率について - - - - - - - - - - - - 報告
議第42号 令和6年度公営企業会計に係る資金不足比率について - - - - - - - - - - - - 報告
議第43号 豊郷町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議第44号 豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議第45号 豊郷町議会議員および豊郷町長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第46号 豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第47号 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第48号 豊郷町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 可決
議第49号 豊郷町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第50号 豊郷町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第51号 令和7年度豊郷町一般会計補正予算（第2号） 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決
議第52号 令和7年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第2号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第53号 令和7年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第2
号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第54号 令和7年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第1号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第55号 令和7年度豊郷町水道事業会計補正予算（第2号） 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決
議第56号 令和6年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 〇 × 〇 ☒ 認定
議第57号 令和6年度豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 認定

議第58号 令和6年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 認定

議第59号 令和6年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 〇 × 〇 ☒ 認定

議第60号 令和6年度豊郷町水道事業会計決算認定について 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 認定
議第61号 令和6年度豊郷町下水道事業会計決算認定について 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 認定
発議第6号 豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例案 × 〇 × × 〇 × - × 〇 × 〇 × 否決

請願第1号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏ま
え、速やかな対応を求める請願 〇 × × ◎ 欠 × - × × 〇 × 〇 不採択

（〇は賛成、◎は賛成討論を行った、×は反対、☒は反対討論を行った。議長は可否同数の場合のみ採決に加わる。報告は採決なし。）

委員会等の出欠状況
日　付 会　　議

議員名
長
谷
川

西
　
山

井
　
上

本
　
田

辻󠄀󠄀
　
本

中
　
島

村
　
岸

前
　
田

西
　
澤

鈴
　
木

河
　
合

今
　
村

9月　2日 議会議員全員協議会 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
9月　5日 第3回定例会（開会） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出
9月　8日 第3回定例会（一般質問） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出
9月10日 予算決算常任委員会 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
9月12日 総務産業建設常任委員会 － 出 出 － 欠 － 出 出 － 出 － －
9月16日 文教民生常任委員会 出 － － 出 － 出 － － 出 － 出 出
9月26日 第3回定例会（閉会） 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
注1　「出」は出席、「欠」は欠席です。　注2　委員会は、所属する委員のみあらわしており、「－」は出席の必要はありません。

次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い
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議案審議私私ははこう判断こう判断
令和7年� 9月 �定例会
賛否が分かれたもの

議員名
結果長

谷
川

西
　
山

井
　
上

本
　
田

辻󠄀󠄀
　
本

中
　
島

村
　
岸

前
　
田

西
　
澤

鈴
　
木

河
　
合

今
　
村

議第41号 令和6年度財政健全化判断比率について - - - - - - - - - - - - 報告
議第42号 令和6年度公営企業会計に係る資金不足比率について - - - - - - - - - - - - 報告
議第43号 豊郷町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議第44号 豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 同意

議第45号 豊郷町議会議員および豊郷町長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第46号 豊郷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第47号 豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第48号 豊郷町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 × 〇 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 可決
議第49号 豊郷町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第50号 豊郷町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第51号 令和7年度豊郷町一般会計補正予算（第2号） 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決
議第52号 令和7年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第2号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第53号 令和7年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第2
号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第54号 令和7年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第1号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決

議第55号 令和7年度豊郷町水道事業会計補正予算（第2号） 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 可決
議第56号 令和6年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 〇 × 〇 ☒ 認定
議第57号 令和6年度豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 認定

議第58号 令和6年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 ◎ × 〇 ☒ 認定

議第59号 令和6年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について 〇 〇 〇 × 欠 〇 - 〇 〇 × 〇 ☒ 認定

議第60号 令和6年度豊郷町水道事業会計決算認定について 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 認定
議第61号 令和6年度豊郷町下水道事業会計決算認定について 〇 〇 〇 〇 欠 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 認定
発議第6号 豊郷町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例案 × 〇 × × 〇 × - × 〇 × 〇 × 否決

請願第1号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏ま
え、速やかな対応を求める請願 〇 × × ◎ 欠 × - × × 〇 × 〇 不採択

（〇は賛成、◎は賛成討論を行った、×は反対、☒は反対討論を行った。議長は可否同数の場合のみ採決に加わる。報告は採決なし。）

委員会等の出欠状況
日　付 会　　議

議員名
長
谷
川

西
　
山

井
　
上

本
　
田

辻󠄀󠄀
　
本

中
　
島

村
　
岸

前
　
田

西
　
澤

鈴
　
木

河
　
合

今
　
村

9月　2日 議会議員全員協議会 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
9月　5日 第3回定例会（開会） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出
9月　8日 第3回定例会（一般質問） 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出
9月10日 予算決算常任委員会 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
9月12日 総務産業建設常任委員会 － 出 出 － 欠 － 出 出 － 出 － －
9月16日 文教民生常任委員会 出 － － 出 － 出 － － 出 － 出 出
9月26日 第3回定例会（閉会） 出 出 出 出 欠 出 出 出 出 出 出 出
注1　「出」は出席、「欠」は欠席です。　注2　委員会は、所属する委員のみあらわしており、「－」は出席の必要はありません。
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一般質問とは 　議員が、町が処理するすべての事務について質問し、町長の所信を質した
り、事実関係を明らかにするだけではなく、政策について議論するものです。

ここが聞きたい
一 般 質 問

9月議会では7議員が一般質問を行いました。（質問順）

◦
西
澤
　
ひ
ろ
か
ず�

議
員

　
★ 

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◦
本
田
　
き
よ
は
る�

議
員

　
★ 

小
学
校
低
学
年
の
通
知
表
廃
止
の
検
討
を

　
・ 

補
聴
器
の
補
助
金
の
増
額
を

　
・ 

広
報
『
と
よ
さ
と
』
へ
の
自
衛
隊
募
集
広
告
掲
載

に
つ
い
て
検
討
を

　
・ 

会
計
年
度
職
員
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
制
度
の

導
入
を

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◦
今
村
　
え
み
こ�

議
員

　
★ 

持
続
可
能
な
ご
み
行
政
を
作
る
た
め
に

　
・ 

第
９
期
介
護
保
険
事
業
の
問
題
点
に
つ
い
て

　
・ 

国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
軽
減
を

　
★ 

改
良
住
宅
で
町
に
返
還
さ
れ
た
空
家
の
適
正
な
管

理
と
売
払
い
の
促
進
を

　
・ 

愛
里
保
育
園
で
離
乳
食
・
き
ざ
み
食
の
実
施
を

★
の
質
問
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◦
鈴
木
　
べ
ん
い
ち�

議
員

　
★ 

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
へ
の
検
診
費
助
成
の
拡

充
を
求
め
る

　
・ 

育
苗
セ
ン
タ
ー
の
現
状
・
利
活
用
に
つ
い
て
問
う

　
・ 

空
き
家
の
適
正
管
理
に
つ
い
て
問
う

　
・ 

本
町
の
米
づ
く
り
に
つ
い
て
問
う

　
・ 

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
備
蓄
・
配
布
に
つ
い
て
問
う

　
★ 

在
宅
高
齢
者
支
援
助
成
事
業
の
拡
充
を
求
め
る

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◦
長
谷
川
　
た
か
や
す�

議
員

　
★ 
学
童
保
育
に
つ
い
て

　
★ 
大
規
模
災
害
時
の
避
難
所
基
準
、備
蓄
品
に
つ
い
て

　
・ 

農
業
政
策
に
つ
い
て

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◦
か
わ
い
　
勇�
議
員

　
・ 

職
員
の
服
務
に
つ
い
て
問
う

　
★ 

三
度
、
墓
地
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例

に
つ
い
て
問
う

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◦
い
の
う
え
　
き
み
子�

議
員

　
★ 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

問�

冷
暖
房
費
助
成
は
、
平
成

19
年
度
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、

事
業
実
施
年
度
、
事
業
名
、
助

成
額
が
変
わ
っ
て
き
た
が
、
次

の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

①
事
業
が
実
施
さ
れ
た
年
度
。

②
事
業
費
の
財
源
。

答 （
保
健
福
祉
課
長
）

① 

平
成
19
年
、
20
年
、
25
年
、

26
年
で
29
年
度
以
降
は
毎
年

実
施
。

② 

平
成
20
年
度
は
、
国
の
交
付

金
。
今
年
度
は
、
国
の
重
点

支
援
地
方
交
付
金
で
、
そ
れ

以
外
は
、
一
般
財
源
。

問�

こ
の
事
業
は
当
初
は
、
灯

油
等
購
入
助
成
費
と
し
て
始
ま

り
、
次
が
原
油
等
高
騰
対
策
事

業
と
な
り
、
原
油
の
高
騰
が
大

き
く
な
っ
た
時
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
平
成
27
年
は
原

油
が
落
着
き
実
施
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
は
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
過
去
議
会
で
8
回
取
り

上
げ
て
来
ま
し
た
。
2
0
1
8

年
の
9
月
議
会
で
は
、「
命
に
関

わ
る
暑
さ
」
に
対
す
る
町
の
迅

速
な
対
応
を
求
め
、
暖
房
費
と

同
様
に
エ
ア
コ
ン
電
気
代
の
補

助
を
考
え
た
ら
ど
う
か
と
質
問

し
ま
し
た
。
町
長
か
ら
は
、「
一

つ
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
大
切
だ

と
考
え
る
。
軽
々
と
は
言
え
ま

せ
ん
が
、
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
の
回
答

問�

現
在
、
35
歳
以
上
75
歳
未

満
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を

対
象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ

ク
の
検
診
補
助
が
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
助
成
対
象
を
町
独

自
で
75
歳
以
上
に
拡
充
す
る
こ

と
を
求
め
る
が
見
解
を
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
国
保
特
別
会
計
で
実
施
し
て

が
あ
り
、
2
0
2
1
年
度
か
ら

冷
房
代
と
し
て
3
0
0
0
円
が

上
積
み
さ
れ
今
の
8
0
0
0
円

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
異
常
な

暑
さ
の
な
か
、
エ
ア
コ
ン
な
し

の
生
活
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
制
度
の
拡
充
を
求
め
ま
す
。

答 （
保
健
福
祉
課
長
）

　
近
年
の
異
常
な
暑
さ
に
つ
い

て
は
痛
感
し
て
い
ま
す
が
、
現

状
の
ま
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問�

本
町
は
、
18
才
ま
で
の
医

い
ま
す
ド
ッ
ク
の
助
成
に
つ
い

て
は
、
一
部
県
か
ら
の
補
助
金

を
財
源
に
、
検
診
費
用
の
助
成

を
し
て
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
加
入
者
に
町
独
自

の
ド
ッ
ク
検
診
費
助
成
を
行
う

に
は
、
補
助
金
の
財
源
が
な
く
、

全
額
が
一
般
財
源
と
な
り
ま
す

こ
と
か
ら
、
町
独
自
の
助
成
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

問�

町
広
報
の
8
月
号
に
、「
人

間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診
費

助
成
2
次
募
集
の
お
知
ら
せ
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
、

こ
の
時
期
に
2
次
募
集
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
3
月
議
会
で
、

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
項
目
の

拡
充
を
求
め
る
質
問
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
事
を
周
り
の
人
に

話
す
と
、「
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ

ク
の
補
助
も
取
り
上
げ
て
欲
し

い
」
と
の
声
で
し
た
。
中
に
は

役
場
に
行
か
れ
た
方
が
あ
り
ま

す
が
、
要
望
は
県
に
は
伝
え
て

い
た
だ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
メ
ー
ル
で
要
望
が
あ
っ
た
事

は
、
お
伝
え
し
ま
し
た
。

問�

人
間
ド
ッ
ク
の
検
診
費
補

助
は
2
6
，0
0
0
円
で
す
か
ら

仮
に
30
人
分
を
予
算
化
し
て
も

7
8
0
，0
0
0
円
で
す
。
ぜ
ひ
、

新
年
度
で
検
討
を
求
め
る
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
財
源
が
一
般
財
源
の
持
ち
出

し
と
な
り
・
・
・
・
・
。

療
費
の
無
料
化
を
県
下
で
初
め

て
実
施
し
、
冷
暖
房
費
助
成
に

つ
い
て
も
先
駆
け
て
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
町
長
の
英
断
で
上

積
み
を
決
断
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

答 （
町
長
）

　「
も
う
ち
ょ
っ
と
キ
リ
の
え
え

額
に
せ
よ
」
と
い
う
声
も
あ
り
、

ま
た
、「
65
歳
以
下
に
も
」
と
の

声
も
あ
る
事
を
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
。

い
ろ
ん
な
声
が
あ
る
事
を
理
解
願
い
た
い

冷
暖
房
費
の
拡
充
・
増
額
を
求

め
る

一
般
財
源
と
な
り
・
・
・
・
・

75
歳
以
上
も
、人
間・脳
ド
ッ
ク

の
補
助
対
象
に

鈴木  べんいち 議員
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

問�

冷
暖
房
費
助
成
は
、
平
成

19
年
度
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、

事
業
実
施
年
度
、
事
業
名
、
助

成
額
が
変
わ
っ
て
き
た
が
、
次

の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

①
事
業
が
実
施
さ
れ
た
年
度
。

②
事
業
費
の
財
源
。

答 （
保
健
福
祉
課
長
）

① 

平
成
19
年
、
20
年
、
25
年
、

26
年
で
29
年
度
以
降
は
毎
年

実
施
。

② 

平
成
20
年
度
は
、
国
の
交
付

金
。
今
年
度
は
、
国
の
重
点

支
援
地
方
交
付
金
で
、
そ
れ

以
外
は
、
一
般
財
源
。

問�

こ
の
事
業
は
当
初
は
、
灯

油
等
購
入
助
成
費
と
し
て
始
ま

り
、
次
が
原
油
等
高
騰
対
策
事

業
と
な
り
、
原
油
の
高
騰
が
大

き
く
な
っ
た
時
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
平
成
27
年
は
原

油
が
落
着
き
実
施
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
は
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
過
去
議
会
で
8
回
取
り

上
げ
て
来
ま
し
た
。
2
0
1
8

年
の
9
月
議
会
で
は
、「
命
に
関

わ
る
暑
さ
」
に
対
す
る
町
の
迅

速
な
対
応
を
求
め
、
暖
房
費
と

同
様
に
エ
ア
コ
ン
電
気
代
の
補

助
を
考
え
た
ら
ど
う
か
と
質
問

し
ま
し
た
。
町
長
か
ら
は
、「
一

つ
の
ル
ー
ル
づ
く
り
が
大
切
だ

と
考
え
る
。
軽
々
と
は
言
え
ま

せ
ん
が
、
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
の
回
答

問�
現
在
、
35
歳
以
上
75
歳
未

満
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を

対
象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ

ク
の
検
診
補
助
が
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
助
成
対
象
を
町
独

自
で
75
歳
以
上
に
拡
充
す
る
こ

と
を
求
め
る
が
見
解
を
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
国
保
特
別
会
計
で
実
施
し
て

が
あ
り
、
2
0
2
1
年
度
か
ら

冷
房
代
と
し
て
3
0
0
0
円
が

上
積
み
さ
れ
今
の
8
0
0
0
円

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
異
常
な

暑
さ
の
な
か
、
エ
ア
コ
ン
な
し

の
生
活
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
制
度
の
拡
充
を
求
め
ま
す
。

答 （
保
健
福
祉
課
長
）

　
近
年
の
異
常
な
暑
さ
に
つ
い

て
は
痛
感
し
て
い
ま
す
が
、
現

状
の
ま
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問�

本
町
は
、
18
才
ま
で
の
医

い
ま
す
ド
ッ
ク
の
助
成
に
つ
い

て
は
、
一
部
県
か
ら
の
補
助
金

を
財
源
に
、
検
診
費
用
の
助
成

を
し
て
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
加
入
者
に
町
独
自

の
ド
ッ
ク
検
診
費
助
成
を
行
う

に
は
、
補
助
金
の
財
源
が
な
く
、

全
額
が
一
般
財
源
と
な
り
ま
す

こ
と
か
ら
、
町
独
自
の
助
成
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

問�

町
広
報
の
8
月
号
に
、「
人

間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
診
費

助
成
2
次
募
集
の
お
知
ら
せ
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
、

こ
の
時
期
に
2
次
募
集
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
3
月
議
会
で
、

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
項
目
の

拡
充
を
求
め
る
質
問
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
事
を
周
り
の
人
に

話
す
と
、「
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ

ク
の
補
助
も
取
り
上
げ
て
欲
し

い
」
と
の
声
で
し
た
。
中
に
は

役
場
に
行
か
れ
た
方
が
あ
り
ま

す
が
、
要
望
は
県
に
は
伝
え
て

い
た
だ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
メ
ー
ル
で
要
望
が
あ
っ
た
事

は
、
お
伝
え
し
ま
し
た
。

問�

人
間
ド
ッ
ク
の
検
診
費
補

助
は
2
6
，0
0
0
円
で
す
か
ら

仮
に
30
人
分
を
予
算
化
し
て
も

7
8
0
，0
0
0
円
で
す
。
ぜ
ひ
、

新
年
度
で
検
討
を
求
め
る
。

答 （
医
療
保
険
課
長
）

　
財
源
が
一
般
財
源
の
持
ち
出

し
と
な
り
・
・
・
・
・
。

療
費
の
無
料
化
を
県
下
で
初
め

て
実
施
し
、
冷
暖
房
費
助
成
に

つ
い
て
も
先
駆
け
て
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
町
長
の
英
断
で
上

積
み
を
決
断
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

答 （
町
長
）

　「
も
う
ち
ょ
っ
と
キ
リ
の
え
え

額
に
せ
よ
」
と
い
う
声
も
あ
り
、

ま
た
、「
65
歳
以
下
に
も
」
と
の

声
も
あ
る
事
を
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
。

い
ろ
ん
な
声
が
あ
る
事
を
理
解
願
い
た
い

冷
暖
房
費
の
拡
充
・
増
額
を
求

め
る

一
般
財
源
と
な
り
・
・
・
・
・

75
歳
以
上
も
、人
間・脳
ド
ッ
ク

の
補
助
対
象
に

鈴木  べんいち 議員
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問�

保
護
者
の
方
の
就
労
形
態

は
、
今
、
多
種
多
様
に
な
っ
て

お
り
土
曜
日
の
毎
週
開
設
を
提

案
い
た
し
ま
す
。

答 （
教
育
次
長
）

　
現
在
、
月
１
回
の
土
曜
日
開

設
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

昨
年
度
の
利
用
者
は
２
名
で
利

用
者
の
方
が
少
な
い
現
実
も
あ

り
、
毎
週
開
設
の
必
要
性
は
高

く
な
い
。
開
設
す
る
に
も
、
指

導
員
の
確
保
、
運
営
コ
ス
ト
も

増
加
す
る
。
現
状
の
利
用
人
数

で
は
毎
週
開
設
は
で
き
な
い
。

問�

市
町
村
は
当
該
市
町
村
以

外
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
を
行
う
者
と
の
連
携
を
図
る

等
に
よ
り
、
利
用
の
促
進
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
か

れ
て
い
る
。
本
町
だ
け
で
無
理

な
ら
ば
、
彦
愛
犬
で
協
力
し
毎

週
土
曜
日
の
公
設
学
童
保
育
の

開
設
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
町
で
は
条
例
を
変
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
が
。

答 （
教
育
次
長
）

　
学
童
保
育
に
は
広
域
利
用
と

い
う
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今

年
度
に
少
し
ニ
ー
ズ
が
増
え
ま

し
た
の
で
枠
の
拡
大
は
今
後
検

討
す
る
課
題
と
考
え
ま
す
。

体
調
を
悪
く
し
に
く
い
、
災
害

関
連
死
に
つ
な
が
ら
な
い
避
難

所
に
し
て
ほ
し
い
。

答 （
総
務
課
長
）

　
段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
は
追
々
数

を
増
や
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。

の
支
援
で
物
資
が
搬
入
さ
れ
て

い
た
。
災
害
の
規
模
や
被
害
状

況
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
く
。

問�

避
難
所
に
来
る
方
々
の
命

を
守
れ
る
避
難
所
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
南
海
ト
ラ
フ
地
震

が
起
き
る
と
広
範
囲
に
わ
た
り

被
害
が
存
在
す
る
。
救
援
物
資

が
速
や
か
に
来
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

備
蓄
品
、
避
難
所
を

多
く
し
た
方
が
い
い

の
で
は
。
ス
フ
ィ
ア

基
準
に
ど
こ
ま
で
近

づ
け
ら
れ
る
か
。
段

ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
と
か

問�

南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
災

害
時
に
何
名
の
方
が
避
難
所
に

来
ら
れ
、
何
日
避
難
さ
れ
る
と

想
定
し
て
い
る
か
。
避
難
所
の

広
さ
、
備
蓄
品
量
も
足
り
て
い

な
い
が
答
弁
を
お
願
い
し
ま
す
。

答 （
総
務
課
長
）

　
本
町
の
防
災
計
画
で
は
、
避

難
者
数
1
，9
1
3
名
、
生
活
必

需
品
1
，0
5
2
名
を
備
蓄
目
標

と
し
て
い
ま
す
。
避
難
所
の
広

さ
に
つ
い
て
は
、
字
の
公
民
館

や
お
寺
や
民
家
が
能
登
半
島
地

震
の
際
に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
食
料
や
生
活
必
需
品
に

つ
い
て
は
応
援
協
定
や
国
か
ら

段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
は

　
　
　
　追
々
増
や
し
て
い
け
れ
ば

大
規
模
災
害
時
の
避
難
所
基
準
、

備
蓄
品
に
つ
い
て

学童保育の毎週土曜日開設を

ニーズが増えれば今後検討
長谷川  たかやす 議員

とよさと議会  令和7年11月28日発行　 18

次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

墓地の設置及び管理に関する
　　　　　　　　　　条例について

弁護士と相談しながら
　　　　解決に向けて進んでまいりたい

かわい  勇 議員

問�

条
例
に
墓
地
の
管
理
は
町

長
だ
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
町

長
が
墓
地
の
管
理
者
で
す
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
法
令
や
条
例
、

規
則
を
守
り
義
務
を
果
た
す
の

は
我
々
議
員
、
行
政
で
す
。

　
私
の
質
問
に
担
当
課
長
は
、

「
議
員
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、

墓
地
の
管
理
は
町
長
が
行
う
と

明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。」
と
答

え
ま
し
た
。

　
私
は
、
①
「
道
路
等
の
管
理
」

は
墓
地
全
体
を
指
し
、
②
「
永

年
貸
与
を
受
け
た
と
こ
ろ
及
び
」

は
個
人
の
墓
石
が
立
っ
て
い
る

個
々
の
区
画
並
び
に
区
画
通
路

と
、
そ
れ
ぞ
れ
理
解
す
べ
き
と

私
は
考
え
ま
す
。

　
再
度
聞
い
て
お
き
ま
す
が
、

条
例
の
第
4
条
に
は
何
と
書
か

れ
て
い
ま
す
か
。

　
次
に
、
私
が
い
つ
も
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
大
町
墓
地
は
、

大
町
、高
野
瀬
、沢
、下
枝
、杉
、

日
栄
、
石
畑
、
八
町
等
そ
れ
ぞ

れ
東
西
南
北
に
墓
地
の
使
用
者

が
分
散
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
い

え
ば
、
事
業
で
の
自
治
計
画
の

変
更
の
と
き
、
行
政
が
墓
地
に

つ
い
て
も
整
理
す
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
か
と
疑
問
に
思
い
ま

す
。
町
は
、
町
民
の
資
産
・
財

産
を
保
全
す
る
義
務
が
あ
る
と

考
え
ま
す
が
、
答
弁
を
求
め
ま

す
。

答 （
住
民
生
活
課
長
）

　
墓
地
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
第
4
条
に
は
、「
墓

地
の
管
理
は
町
長
が
行
う
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
次
に
町
は
公
有
財
産
を
保
全

す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問�

担
当
課
長
の
答
弁
の
と
お

り
、
第
4
条
に
は
、「
管
理
責
任

者
は
町
長
」
だ
と
明
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
永
年
貸
与
以
外
は
、
町
の
管

理
、
管
理
者
は
町
長
で
す
か
ら
、

町
が
持
つ
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
墓
地
の
所
在
地
は
大
町
で
す
。

し
か
し
、
杉
、
日
栄
の
方
の
墓

石
は
あ
り
ま
す
が
区
と
し
て
は

大
町
区
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔

は
、
分
散
さ
れ
る
前
ま
で
は
そ

れ
で
よ
か
っ
た
。

　
こ
の
点
か
ら
も
行
政
は
考
え

て
い
た
だ
い
て
、
条
例
を
変
え

る
に
し
ろ
、
い
ろ
ん
な
文
言
を

入
れ
る
な
ど
の
改
正
を
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
は
議
員
全
員
協
議

会
の
あ
と
、
長
谷
川
議
員
と
議

論
し
た
そ
の
と
き
、
何
と
本
人

の
口
か
ら
「
俺
は
水
道
既
設
設

備
交
換
を
住
民
課
長
か
ら
許
可

を
も
ら
っ
て
ま
す
。」
と
言
い
切

り
ま
し
た
。

　
私
は
、
住
民
課
で
す
か
、
誰

で
す
か
、誰
か
と
言
っ
た
ら
、は
っ

き
り
課
長
名
を
言
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
本
当
に
長
谷
川
議

員
の
言
う
よ
う
に
担
当
課
長
は

許
可
し
た
ん
で
す
か
。

　
本
人
は
、
そ
う
言
っ
て
ま
す

か
ら
担
当
課
は
本
当
に
長
谷
川

議
員
に
対
し
て
、
許
可
を
し
た

の
か
答
え
て
く
だ
さ
い
。

答 （
住
民
生
活
課
長
）

　
墓
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

域
の
共
同
墓
地
と
し
て
運
用
い

た
だ
き
た
く
、
利
用
さ
れ
て
い

る
皆
様
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。

　
役
場
が
墓
地
の
運
用
に
つ
い

て
の
判
断
や
許
可
を
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
私
は

持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
許
可

を
し
た
と
い
う
覚
え
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

問�「
許
可
は
し
て
い
ま
せ
ん
。」

と
、
担
当
課
長
か
ら
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
っ
て
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
。
行
政
の
担
当

課
長
に
許
可
を
取
っ
た
と
長
谷

川
氏
は
言
う
ん
で
す
が
、
担
当

課
長
は
知
ら
な
い
、
言
っ
て
ま

せ
ん
と
。
こ
れ
は
許
し
が
た
い

問
題
で
す
。
行
政
は
問
題
に
す

べ
き
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
。
名

誉
毀
損
で
は
な
い
で
す
か
、
言
っ

て
も
い
な
い
こ
と
を
、
個
々
の

固
有
名
詞
ま
で
発
言
す
る
。

　
行
政
は
、
専
門
の
顧
問
弁
護

士
を
雇
っ
て
い
ま
す
か
ら
相
談

す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
行
政
の

責
務
や
と
思
い
ま
す
。
行
政
と

し
て
、
一
度
相
談
し
た
ら
い
か

が
で
す
か
。
最
後
に
町
長
、
答

弁
を
。

答 （
町
長
）

　
6
月
の
議
会
で
は
「
ポ
ン
プ

を
替
え
る
の
に
町
長
は
ど
の
よ

う
に
聞
い
た
か
。」
と
の
質
問
に
、

一
言
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
ら

あ
り
が
た
か
っ
た
な
と
、
そ
の

よ
う
に
答
え
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、

今
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
墓

地
の
管
理
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、

し
っ
か
り
と
弁
護
士
と
相
談
し

な
が
ら
解
決
に
向
け
て
進
ん
で

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

墓地の設置及び管理に関する
　　　　　　　　　　条例について

弁護士と相談しながら
　　　　解決に向けて進んでまいりたい

かわい  勇 議員

問�

条
例
に
墓
地
の
管
理
は
町

長
だ
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
町

長
が
墓
地
の
管
理
者
で
す
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
法
令
や
条
例
、

規
則
を
守
り
義
務
を
果
た
す
の

は
我
々
議
員
、
行
政
で
す
。

　
私
の
質
問
に
担
当
課
長
は
、

「
議
員
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、

墓
地
の
管
理
は
町
長
が
行
う
と

明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。」
と
答

え
ま
し
た
。

　
私
は
、
①
「
道
路
等
の
管
理
」

は
墓
地
全
体
を
指
し
、
②
「
永

年
貸
与
を
受
け
た
と
こ
ろ
及
び
」

は
個
人
の
墓
石
が
立
っ
て
い
る

個
々
の
区
画
並
び
に
区
画
通
路

と
、
そ
れ
ぞ
れ
理
解
す
べ
き
と

私
は
考
え
ま
す
。

　
再
度
聞
い
て
お
き
ま
す
が
、

条
例
の
第
4
条
に
は
何
と
書
か

れ
て
い
ま
す
か
。

　
次
に
、
私
が
い
つ
も
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
大
町
墓
地
は
、

大
町
、高
野
瀬
、沢
、下
枝
、杉
、

日
栄
、
石
畑
、
八
町
等
そ
れ
ぞ

れ
東
西
南
北
に
墓
地
の
使
用
者

が
分
散
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
い

え
ば
、
事
業
で
の
自
治
計
画
の

変
更
の
と
き
、
行
政
が
墓
地
に

つ
い
て
も
整
理
す
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
か
と
疑
問
に
思
い
ま

す
。
町
は
、
町
民
の
資
産
・
財

産
を
保
全
す
る
義
務
が
あ
る
と

考
え
ま
す
が
、
答
弁
を
求
め
ま

す
。

答 （
住
民
生
活
課
長
）

　
墓
地
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
第
4
条
に
は
、「
墓

地
の
管
理
は
町
長
が
行
う
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
次
に
町
は
公
有
財
産
を
保
全

す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問�

担
当
課
長
の
答
弁
の
と
お

り
、
第
4
条
に
は
、「
管
理
責
任

者
は
町
長
」
だ
と
明
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
永
年
貸
与
以
外
は
、
町
の
管

理
、
管
理
者
は
町
長
で
す
か
ら
、

町
が
持
つ
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
墓
地
の
所
在
地
は
大
町
で
す
。

し
か
し
、
杉
、
日
栄
の
方
の
墓

石
は
あ
り
ま
す
が
区
と
し
て
は

大
町
区
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔

は
、
分
散
さ
れ
る
前
ま
で
は
そ

れ
で
よ
か
っ
た
。

　
こ
の
点
か
ら
も
行
政
は
考
え

て
い
た
だ
い
て
、
条
例
を
変
え

る
に
し
ろ
、
い
ろ
ん
な
文
言
を

入
れ
る
な
ど
の
改
正
を
検
討
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
は
議
員
全
員
協
議

会
の
あ
と
、
長
谷
川
議
員
と
議

論
し
た
そ
の
と
き
、
何
と
本
人

の
口
か
ら
「
俺
は
水
道
既
設
設

備
交
換
を
住
民
課
長
か
ら
許
可

を
も
ら
っ
て
ま
す
。」
と
言
い
切

り
ま
し
た
。

　
私
は
、
住
民
課
で
す
か
、
誰

で
す
か
、誰
か
と
言
っ
た
ら
、は
っ

き
り
課
長
名
を
言
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
本
当
に
長
谷
川
議

員
の
言
う
よ
う
に
担
当
課
長
は

許
可
し
た
ん
で
す
か
。

　
本
人
は
、
そ
う
言
っ
て
ま
す

か
ら
担
当
課
は
本
当
に
長
谷
川

議
員
に
対
し
て
、
許
可
を
し
た

の
か
答
え
て
く
だ
さ
い
。

答 （
住
民
生
活
課
長
）

　
墓
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

域
の
共
同
墓
地
と
し
て
運
用
い

た
だ
き
た
く
、
利
用
さ
れ
て
い

る
皆
様
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。

　
役
場
が
墓
地
の
運
用
に
つ
い

て
の
判
断
や
許
可
を
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
私
は

持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
許
可

を
し
た
と
い
う
覚
え
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

問�「
許
可
は
し
て
い
ま
せ
ん
。」

と
、
担
当
課
長
か
ら
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
っ
て
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
。
行
政
の
担
当

課
長
に
許
可
を
取
っ
た
と
長
谷

川
氏
は
言
う
ん
で
す
が
、
担
当

課
長
は
知
ら
な
い
、
言
っ
て
ま

せ
ん
と
。
こ
れ
は
許
し
が
た
い

問
題
で
す
。
行
政
は
問
題
に
す

べ
き
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
。
名

誉
毀
損
で
は
な
い
で
す
か
、
言
っ

て
も
い
な
い
こ
と
を
、
個
々
の

固
有
名
詞
ま
で
発
言
す
る
。

　
行
政
は
、
専
門
の
顧
問
弁
護

士
を
雇
っ
て
い
ま
す
か
ら
相
談

す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
行
政
の

責
務
や
と
思
い
ま
す
。
行
政
と

し
て
、
一
度
相
談
し
た
ら
い
か

が
で
す
か
。
最
後
に
町
長
、
答

弁
を
。

答 （
町
長
）

　
6
月
の
議
会
で
は
「
ポ
ン
プ

を
替
え
る
の
に
町
長
は
ど
の
よ

う
に
聞
い
た
か
。」
と
の
質
問
に
、

一
言
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
ら

あ
り
が
た
か
っ
た
な
と
、
そ
の

よ
う
に
答
え
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、

今
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
墓

地
の
管
理
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、

し
っ
か
り
と
弁
護
士
と
相
談
し

な
が
ら
解
決
に
向
け
て
進
ん
で

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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空
き
家
を
1
軒
か
ら
2
軒
ほ
ど

活
用
し
、
週
末
や
平
日
を
問
わ

ず
に
移
住
体
験
メ
ニ
ュ
ー
や
低

負
担
プ
ラ
ン
の
紹
介
な
ど
を
実

施
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
物
価
高
騰
の
中
、
年

金
生
活
者
、
低
所
得
者
、
母
子

家
庭
の
方
々
が
民
間
の
賃
貸
を

借
り
る
に
は
負
担
が
大
き
過
ぎ

る
と
い
っ
た
問
題
も
発
生
し
て

い
ま
す
。
町
と
し
て
空
き
家
を

活
用
し
、
こ
う
し
た
方
々
が
利

用
し
や
す
い
施
策
に
取
り
組
む

こ
と
に
つ
い
て
考
え
は
。

答 （
企
画
振
興
課
長
）

　
全
国
に
は
様
々
な
移
住
体
験

を
提
供
し
て
い
る
市
町
村
が
あ

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。

町
内
に
体
験
の
場
を
用
意
で
き

な
い
か
。 

と
い
う
ご
提
案
で
す

が
、
登
録
さ
れ
て
い
る
空
き
家

が
少
数
で
あ
る
こ
と
、
空
き
家

に
な
っ
て
か
ら
長
期
間
の
年
月

が
経
っ
て
い
る
物
件
が
多
く
、

す
ぐ
に
住
め
る
物
件
で
な
い
と

い
う
こ
と
、
一
定
の
修
繕
を
し
な

い
と
住
め
な
い
こ
と
か
ら
移
住

体
験
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

問�

空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し

て
い
る
の
は
3
軒
と
お
聞
き
し

ま
し
た
が
、
町
内
の
空
き
家
は

増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
空

き
家
が
空
き
家
バ
ン
ク
の
登
録

に
つ
な
が
る
施
策
の
検
討
を
求

め
ま
す
が
い
か
が
か
。

答 （
企
画
振
興
課
長
）

　
空
き
家
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る

よ
り
は
登
録
し
て
い
た
だ
き
、

新
し
い
方
に
住
ん
で
も
ら
え
る

の
が
何
よ
り
だ
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
町
内
で
空
き
家
が
流
通

し
て
い
る
と
い
う
現
実
も
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
の
辺
と
の
バ
ラ

ン
ス
も
考
え
な
が
ら
、
何
か
い

い
施
策
が
な
い
か
検
討
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

空き家対策について

問�

空
き
家
は
、
長
年
放
置
さ

れ
る
と
雑
草
や
雑
木
が
道
路
や

隣
家
に
伸
び
る
な
ど
の
問
題
を

引
き
起
こ
し
、
防
災
、
衛
生
、

景
観
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
環

境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
懸

念
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
町
は
、
空
き
家
・
空

き
地
情
報
バ
ン
ク
の
登
録
募
集

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
利
用
者

や
購
入
希
望
者
に
対
す
る
支
援

は
お
考
え
か
。

　
全
国
の
各
市
町
で
は
、
移

住
・
定
住
に
結
び
つ
け
る
施
策

を
い
ろ
い
ろ
と
実
践
し
て
い
ま

す
が
、
豊
郷
町
の
売
り
は
何
だ

と
思
い
ま
す
か
。

　
ま
た
、
町
は
空
き
家
や
空
き

地
の
情
報
提
供
の
み
で
、
あ
と

は
滋
賀
県
宅
建
宅
地
取
引
業
協

会
頼
み
の
よ
う
で
す
が
、移
住
・

定
住
に
つ
な
が
る
の
か
。
町
は
、

売
る
側
、
買
う
側
の
利
点
は
何

だ
と
お
考
え
か
。

答 （
企
画
振
興
課
長
）

　
移
住
者
支
援
に
つ
い
て
は
、

県
と
連
携
し
て
移
住
・
定
住
の

促
進
や
中
小
企
業
等
に
お
け
る

人
材
不
足
の
解
消
に
資
す
る
た

め
、
例
え
ば
東
京
圏
か
ら
県
内

に
移
住
し
対
象
中
小
企
業
に
就

職
し
た
場
合
、
移
住
支
援
金
を

補
助
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
豊
郷
町
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン

ト
は
、
高
校
生
世
代
ま
で
の
医

療
費
無
償
化
や
小
中
学
校
の
給

食
費
無
償
化
な
ど
、
子
育
て
施

策
の
充
実
、
高
齢
者
に
は
、「
す

ま
い
る
た
う
ん
ば
す
」
や
補
聴

器
の
補
助
金
な
ど
、
全
て
の
世

代
に
優
し
い
町
で
あ
る
こ
と
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
バ
ン
ク
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ

ト
は
、
売
る
側
、
買
う
側
双
方

に
役
場
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
る

安
心
感
。
子
育
て
世
帯
が
空
き

家
バ
ン
ク
で
家
を
購
入
し
た
場

合
、
修
繕
の
費
用
を
補
助
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

問�

宅
建
業
協
会
へ
の
流
れ
だ

け
で
は
、
来
訪
者
の
き
っ
か
け

や
地
域
と
の
接
点
づ
く
り
が
弱

く
、
移
住
・
定
住
に
つ
な
が
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。�

ま
ず
は
、

何かいい施策がないか検討したい
いのうえ  きみ子 議員
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

問�

子
育
て
家
庭
の
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
対
し
、
待
機
児
童
問

題
の
解
消
や
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
支
援
す
る
た
め
、
本

町
で
も
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置

を
考
え
て
は
ど
う
か
。

答 （
教
育
次
長
）

　
将
来
的
に
認
定
こ
ど
も
園
の

設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
き

案
件
と
認
識
し
て
い
る
が
、
現

時
点
で
は
設
置
に
向
け
て
具
体

的
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

問�

［
問
題
点
］

①�

専
業
主
婦
家
庭
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
る
幼
稚
園
利
用
者

の
減
少
、
定
員
割
れ

②�

共
働
き
世
帯
の
増
加
に
よ
る

保
育
所
の
待
機
児
童

［
必
要
性
］

③�

幼
稚
園
の
教
育
機
能
と
保
育

所
の
保
育
機
能
を
幼
保
一
元

化
と
い
う
形
で
、
両
方
の
機

能
を
備
え
た
施
設
の
設
置
、

地
域
の
子
育
て
家
庭
を
対
象

と
し
た
相
談
や
親
子
の
集
い

の
場
な
ど
の
子
育
て
支
援

認定こども園について

厳しい状況、種々検討する

介
、
人
材
派
遣
の
予
算
を
計

上
し
種
々
努
力
を
続
け
て
い

る
が
な
か
な
か
厳
し
い
。

⑤ 

例
え
ば
幼
稚
園
を
認
定
こ
ど

も
園
に
す
れ
ば
待
機
児
童
問

題
は
解
消
で
き
る
と
考
え
る

が
、
そ
の
場
合
0
、
1
、
2

歳
児
の
受
入
れ
を
す
る
施
設

の
た
め
、
幼
稚
園
そ
の
も
の

の
造
り
変
え
に
な
る
。
特
に

近
年
、
財
政
状
況
が
か
な
り

厳
し
い
状
況
に
あ
る
た
め
、

種
々
検
討
が
必
要
。

問�

定
員
が
い
っ
ぱ
い
で
預
け

ら
れ
な
い
た
め
他
方
の
保
育
園

を
選
ん
だ
り
、
幼
稚
園
の
お
迎

え
の
時
間
に
行
け
な
い
た
め
仕

事
に
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
声

を
聞
く
が
。

答 （
教
育
次
長
）

　
仮
に
来
年
度
か
ら
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育
が
実
施
で
き
れ
ば
、

現
在
の
幼
稚
園
よ
り
も
長
く
預

か
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
保

育
園
で
な
く
て
も
幼
稚
園
を
希

望
す
る
方
が
一
部
保
育
園
か
ら

流
れ
れ
ば
、
幼
稚
園
の
利
用
者

［
課
題
］

④
保
育
士
の
確
保

⑤
整
備
、
財
政
的
問
題
等

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

答 （
教
育
次
長
）

① 

以
前
と
比
べ
て
子
ど
も
が
約

半
数
に
な
っ
て
お
り
、
保
育

園
の
利
用
者
数
は
そ
う
変

わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
幼
稚

園
の
利
用
者
の
減
少
が
影
響

を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
。

② 

確
実
に
で
き
る
と
い
う
お
答

え
は
で
き
な
い
が
、
令
和
8

年
度
か
ら
預
か
り
保
育
の
実

施
が
で
き
る
よ
う
鋭
意
準
備

を
進
め
て
い
る
。
で
き
る
だ

け
早
期
に
実
施
し
て
い
き
た

い
。

③ 

子
育
て
支
援
事
業
は
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
で
担
っ
て
お

り
、
令
和
8
年
度
か
ら
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
が
本
町
で

も
実
施
さ
れ
る
予
定
で
、
地

域
の
子
育
て
支
援
の
強
化
を

進
め
て
い
き
た
い
。

④ 

保
育
士
の
確
保
は
、
人
材
紹

も
増
え
、
保
育
園
定
員
の
余
裕

も
出
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。

西澤  ひろかず 議員
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

一
般
質
問
　
こ
こ
が
聞
き
た
い

問�

子
育
て
家
庭
の
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
対
し
、
待
機
児
童
問

題
の
解
消
や
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
支
援
す
る
た
め
、
本

町
で
も
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置

を
考
え
て
は
ど
う
か
。

答 （
教
育
次
長
）

　
将
来
的
に
認
定
こ
ど
も
園
の

設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
き

案
件
と
認
識
し
て
い
る
が
、
現

時
点
で
は
設
置
に
向
け
て
具
体

的
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

問�

［
問
題
点
］

①�

専
業
主
婦
家
庭
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
る
幼
稚
園
利
用
者

の
減
少
、
定
員
割
れ

②�

共
働
き
世
帯
の
増
加
に
よ
る

保
育
所
の
待
機
児
童

［
必
要
性
］

③�

幼
稚
園
の
教
育
機
能
と
保
育

所
の
保
育
機
能
を
幼
保
一
元

化
と
い
う
形
で
、
両
方
の
機

能
を
備
え
た
施
設
の
設
置
、

地
域
の
子
育
て
家
庭
を
対
象

と
し
た
相
談
や
親
子
の
集
い

の
場
な
ど
の
子
育
て
支
援

認定こども園について

厳しい状況、種々検討する

介
、
人
材
派
遣
の
予
算
を
計

上
し
種
々
努
力
を
続
け
て
い

る
が
な
か
な
か
厳
し
い
。

⑤ 

例
え
ば
幼
稚
園
を
認
定
こ
ど

も
園
に
す
れ
ば
待
機
児
童
問

題
は
解
消
で
き
る
と
考
え
る

が
、
そ
の
場
合
0
、
1
、
2

歳
児
の
受
入
れ
を
す
る
施
設

の
た
め
、
幼
稚
園
そ
の
も
の

の
造
り
変
え
に
な
る
。
特
に

近
年
、
財
政
状
況
が
か
な
り

厳
し
い
状
況
に
あ
る
た
め
、

種
々
検
討
が
必
要
。

問�

定
員
が
い
っ
ぱ
い
で
預
け

ら
れ
な
い
た
め
他
方
の
保
育
園

を
選
ん
だ
り
、
幼
稚
園
の
お
迎

え
の
時
間
に
行
け
な
い
た
め
仕

事
に
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
声

を
聞
く
が
。

答 （
教
育
次
長
）

　
仮
に
来
年
度
か
ら
幼
稚
園
の

預
か
り
保
育
が
実
施
で
き
れ
ば
、

現
在
の
幼
稚
園
よ
り
も
長
く
預

か
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
保

育
園
で
な
く
て
も
幼
稚
園
を
希

望
す
る
方
が
一
部
保
育
園
か
ら

流
れ
れ
ば
、
幼
稚
園
の
利
用
者

［
課
題
］

④
保
育
士
の
確
保

⑤
整
備
、
財
政
的
問
題
等

　
以
上
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

答 （
教
育
次
長
）

① 

以
前
と
比
べ
て
子
ど
も
が
約

半
数
に
な
っ
て
お
り
、
保
育

園
の
利
用
者
数
は
そ
う
変

わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
幼
稚

園
の
利
用
者
の
減
少
が
影
響

を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
。

② 

確
実
に
で
き
る
と
い
う
お
答

え
は
で
き
な
い
が
、
令
和
8

年
度
か
ら
預
か
り
保
育
の
実

施
が
で
き
る
よ
う
鋭
意
準
備

を
進
め
て
い
る
。
で
き
る
だ

け
早
期
に
実
施
し
て
い
き
た

い
。

③ 
子
育
て
支
援
事
業
は
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
で
担
っ
て
お

り
、
令
和
8
年
度
か
ら
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
が
本
町
で

も
実
施
さ
れ
る
予
定
で
、
地

域
の
子
育
て
支
援
の
強
化
を

進
め
て
い
き
た
い
。

④ 

保
育
士
の
確
保
は
、
人
材
紹

も
増
え
、
保
育
園
定
員
の
余
裕

も
出
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。
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問�

発
達
途
上
の
子
ど
も
に
対

し
て
、
序
列
化
に
よ
る
劣
等
感

を
与
え
る
こ
と
は
教
育
環
境
と

し
て
望
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

他
県
で
は
見
直
す
動
き
が
出
て

き
て
い
ま
す
が
、
本
町
で
も
、

低
学
年
の
通
知
表
制
度
の
是
非

を
改
め
て
検
討
す
べ
き
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
世
界
的
な
流

れ
で
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教

育
改
革
で
は
、
他
人
と
比
較
す

る
た
め
の
テ
ス
ト
な
ど
を
一
切

し
な
い
。
そ
も
そ
も
勉
強
は
他

人
と
の
競
争
と
い
う
考
え
方
が

な
く
な
っ
て
い
る
。
学
習
は
子

ど
も
が
自
ら
知
識
を
求
め
探
求

し
て
い
く
こ
と
だ
と
捉
え
ら
れ

て
、
そ
れ
を
助
け
る
こ
と
が
教

育
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

小学校低学年の通知表廃止の検討を

通知表は重要な役割を果たしていると
認識している

答 （
教
育
長
）

　
現
時
点
で
は
、
通
知
表
は
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

認
識
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
廃

止
す
る
考
え
は
持
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。

　
個
別
の
懇
談
あ
る
い
は
所
見

方
式
に
よ
る
評
価
方
法
に
つ
い

て
、
児
童
に
対
し
て
現
在
の
学

習
状
況
を
ど
う
伝
え
る
の
か
、

ま
た
、
学
校
か
ら
保
護
者
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
学
習
状

況
を
伝
え
る
の
か
、
一
定
研
究
の

必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問�

加
齢
性
難
聴
は
認
知
症
リ

ス
ク
の
1
つ
で
あ
り
、
補
聴
器

の
活
用
は
予
防
策
と
し
て
も
重

要
で
す
。
本
町
の
補
助
金
上
限

4
万
円
は
低
く
、
他
自
治
体
と

比
較
し
て
も
、
改
善
の
余
地
が

あ
り
ま
す
。
根
室
、
南
相
馬
、

刈
羽
、
東
京
都
葛
飾
で
は
最
大

10
万
の
補
助
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
補
聴
器
導
入
に
対
す
る
現
在

の
補
助
上
限
額（
4
万
円
）を
、

住
民
の
実
情
に
即
し
て
10
万
円

ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。

答 （
保
健
福
祉
課
長
）

　
補
聴
器
購
入
助
成
に
つ
き
ま

し
て
は
、
令
和
2
年
度
か
ら
実

施
し
、
令
和
3
年
度
に
対
象
者

を
非
課
税
世
帯
の
み
の
要
件
か

ら
本
人
非
課
税
に
緩
和
し
、
令

和
6
年
度
か
ら
は
本
人
非
課
税

要
件
を
撤
廃
し
、
助
成
限
度
額

を
2
万
5
，0
0
0
円
か
ら
4
万

円
に
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。

　
助
成
限
度
額
の
引
上
げ
は
現

在
の
と
こ
ろ
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
。

助
成
限
度
額
の
引
上
げ
は

 

現
在
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
ま
せ
ん

補
聴
器
へ
の

　
　補
助
金
の
引
き
上
げ
を
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

町
村
議
会
広
報
研
修
会
／
12
月
議
会
の
予
定
／
編
集
後
記

問�

①
彦
愛
犬
広
域
行
政
組
合

で
ご
み
処
理
施
設
整
備
の
方

針
転
換
を
提
案
し
た
の
は
な

ぜ
か

②�

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
分
別
資
源
化

の
拡
大
を

③�

町
の
生
ご
み
分
別
資
源
化
の

拡
大
を

④�

町
の
ご
み
処
理
経
費
を
減
ら

す
た
め
に
町
民
啓
発
の
拡
大

を
答 （
町
長
）

　
①
に
つ
い
て
田
島
新
管
理
者

か
ら
の
方
針
転
換
を
了
承
し
ま

し
た
。

（
住
民
生
活
課
長
）

　
②
に
つ
い
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
の
分
別
資
源
化
は
、
可
燃

ご
み
の
減
量
化
に
必
要
で
今
後

検
討
し
ま
す
。

　
③
と
④
に
つ
い
て
、
家
庭
で

で
き
る
生
ご
み
堆
肥
化
講
習
会

や
ご
み
問
題
の
連
続
講
座
な
ど

は
、
廃
棄
物
減
量
等
推
進
協
議

会
で
検
討
し
ま
す
。

問�

広
域
議
会
の
8
月
定
例
議

会
で
は
、
こ
の
方
針
転
換
補
正

持続可能なごみ行政を問う

プラスチックごみの分別資源化は
検討します

②�

町
は
、
公
衆
衛
生
上
の
管
理

は
で
き
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

こ
の
空
き
家
を
町
営
住
宅
入

居
者
や
そ
の
他
一
般
町
民
へ

き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
か
。

答 （
町
長
）

　
今
回
は
、
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ

ス
ト
方
式
よ
り
整
備
費
が
安
く

な
る
点
と
、
1
市
4
町
で
ご
み

の
減
量
化
を
進
め
な
が
ら
、
広

域
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
型
の
焼

却
施
設
整
備
に
賛
同
し
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。

問�

①
高
野
瀬
団
地
、
長
池
団

地
で
町
に
返
還
さ
れ
た
空
き

家
は
そ
れ
ぞ
れ
何
軒
あ
る
の

か
予
算
は
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
熱

回
収
型
焼
却
炉
は
「
サ
ー
マ
ル

リ
サ
イ
ク
ル
」
と
日
本
で
は
言

い
ま
す
が
、
国
際
的
に
は
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
燃
や
し

C
O
2
を
排
出
す
る
の
で
リ
サ

イ
ク
ル
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
町
長
は
な
ぜ
合
意
し

た
の
か
再
度
説
明
を
。

　
そ
し
て
、
町
の
ご
み
行
政
経

費
は
令
和
6
年
決
算
で
1
億

5
0
0
0
万
円
以
上
で
す
。
こ

の
経
費
を
減
ら
す
た
め
に
ご
み

の
減
量
・
資
源
化
を
進
め
る
べ

の
売
払
い
を
検
討
し
た
ら
い

か
が
か

答 （
人
権
政
策
課
長
）

　
①
に
つ
い
て
、
町
に
返
還
さ

れ
た
空
き
家
は
、
高
野
瀬
団
地

で
11
軒
、
長
池
団
地
で
9
件
で

す
。
②
に
つ
い
て
は
、
年
に
3

回
除
草
、
清
掃
を
し
て
お
り
近

隣
住
民
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
売
却
に
つ

い
て
は
住
宅
の
修
繕
費
が
高
く

つ
く
の
で
検
討
す
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問�

改
良
住
宅
譲
渡
も
進
ん
で

き
ま
し
た
。
町
の
長
寿
命
化
計

画
で
は
、
築
後
80
年
は
公
共
施

設
が
使
え
る
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
は
、
必
要
な
改
修
は
お
こ
な

い
、
早
め
に
売
却
を
検
討
す
べ

き
で
は
な
い
で
す
か
。

答 （
人
権
政
策
課
長
）

　
町
の
施
設
管
理
、
売
却
に
つ

い
て
、
議
員
と
の
論
点
が
違
う

と
思
う
の
で
答
弁
は
差
し
控
え

ま
す
。

現
時
点
で
売
却
す
る
つ
も
り
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん

町
返
還
改
良
住
宅
の
適
正
管
理

と
売
払
い
促
進
を
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次
の
ペ
ー
ジ
は
◁

町
村
議
会
広
報
研
修
会
／
12
月
議
会
の
予
定
／
編
集
後
記

問�

①
彦
愛
犬
広
域
行
政
組
合

で
ご
み
処
理
施
設
整
備
の
方

針
転
換
を
提
案
し
た
の
は
な

ぜ
か

②�

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
分
別
資
源
化

の
拡
大
を

③�

町
の
生
ご
み
分
別
資
源
化
の

拡
大
を

④�

町
の
ご
み
処
理
経
費
を
減
ら

す
た
め
に
町
民
啓
発
の
拡
大

を
答 （
町
長
）

　
①
に
つ
い
て
田
島
新
管
理
者

か
ら
の
方
針
転
換
を
了
承
し
ま

し
た
。

（
住
民
生
活
課
長
）

　
②
に
つ
い
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
の
分
別
資
源
化
は
、
可
燃

ご
み
の
減
量
化
に
必
要
で
今
後

検
討
し
ま
す
。

　
③
と
④
に
つ
い
て
、
家
庭
で

で
き
る
生
ご
み
堆
肥
化
講
習
会

や
ご
み
問
題
の
連
続
講
座
な
ど

は
、
廃
棄
物
減
量
等
推
進
協
議

会
で
検
討
し
ま
す
。

問�

広
域
議
会
の
8
月
定
例
議

会
で
は
、
こ
の
方
針
転
換
補
正

持続可能なごみ行政を問う

プラスチックごみの分別資源化は
検討します

②�

町
は
、
公
衆
衛
生
上
の
管
理

は
で
き
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

こ
の
空
き
家
を
町
営
住
宅
入

居
者
や
そ
の
他
一
般
町
民
へ

き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
か
。

答 （
町
長
）

　
今
回
は
、
ト
ン
ネ
ル
コ
ン
ポ

ス
ト
方
式
よ
り
整
備
費
が
安
く

な
る
点
と
、
1
市
4
町
で
ご
み

の
減
量
化
を
進
め
な
が
ら
、
広

域
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
型
の
焼

却
施
設
整
備
に
賛
同
し
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。

問�

①
高
野
瀬
団
地
、
長
池
団

地
で
町
に
返
還
さ
れ
た
空
き

家
は
そ
れ
ぞ
れ
何
軒
あ
る
の

か
予
算
は
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
熱

回
収
型
焼
却
炉
は
「
サ
ー
マ
ル

リ
サ
イ
ク
ル
」
と
日
本
で
は
言

い
ま
す
が
、
国
際
的
に
は
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
燃
や
し

C
O
2
を
排
出
す
る
の
で
リ
サ

イ
ク
ル
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
町
長
は
な
ぜ
合
意
し

た
の
か
再
度
説
明
を
。

　
そ
し
て
、
町
の
ご
み
行
政
経

費
は
令
和
6
年
決
算
で
1
億

5
0
0
0
万
円
以
上
で
す
。
こ

の
経
費
を
減
ら
す
た
め
に
ご
み

の
減
量
・
資
源
化
を
進
め
る
べ

の
売
払
い
を
検
討
し
た
ら
い

か
が
か

答 （
人
権
政
策
課
長
）

　
①
に
つ
い
て
、
町
に
返
還
さ

れ
た
空
き
家
は
、
高
野
瀬
団
地

で
11
軒
、
長
池
団
地
で
9
件
で

す
。
②
に
つ
い
て
は
、
年
に
3

回
除
草
、
清
掃
を
し
て
お
り
近

隣
住
民
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
売
却
に
つ

い
て
は
住
宅
の
修
繕
費
が
高
く

つ
く
の
で
検
討
す
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問�

改
良
住
宅
譲
渡
も
進
ん
で

き
ま
し
た
。
町
の
長
寿
命
化
計

画
で
は
、
築
後
80
年
は
公
共
施

設
が
使
え
る
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
は
、
必
要
な
改
修
は
お
こ
な

い
、
早
め
に
売
却
を
検
討
す
べ

き
で
は
な
い
で
す
か
。

答 （
人
権
政
策
課
長
）

　
町
の
施
設
管
理
、
売
却
に
つ

い
て
、
議
員
と
の
論
点
が
違
う

と
思
う
の
で
答
弁
は
差
し
控
え

ま
す
。

現
時
点
で
売
却
す
る
つ
も
り
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん

町
返
還
改
良
住
宅
の
適
正
管
理

と
売
払
い
促
進
を

今村  えみこ 議員

23　 とよさと議会  第98号



と
よ
さ
と
議
会

  第98
号

2025
年

11
月

28
日

発
行

発
行

：
豊

郷
町

議
会

　
〒

529-1169 滋
賀

県
犬

上
郡

豊
郷

町
大

字
石

畑
375

TEL 0749−
35−

8130   FAX 0749−
35−

4575　
Eメ

ー
ル

 gikai@
tow

n.toyosato.shiga.jp

12
月
5
日（
金
）　
開
　
会

12
月
8
日（
月
）　
一
般
質
問

12
月
10
日（
水
）　
予
算
決
算
常
任
委
員
会

12
月
11
日（
木
）　
総
務
建
設
常
任
委
員
会

12
月
12
日（
金
）　
文
教
民
生
常
任
委
員
会

12
月
22
日（
月
）　
再
　
開

＊
時
間
は
い
ず
れ
も
9
時
か
ら
で
す
。

＊ 

傍
聴
は
誰
で
も
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越

し
下
さ
い
。
議
場
は
３
階
で
す
。

＊ 

日
程
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

1212
月
議
会
の
予
定

月
議
会
の
予
定

ご意見・ご感想を
　 教えてください
　とよさと議会をお読みになってのご感想
や議会について
のご意見などが
あれば豊郷町議
会まで教えてく
ださい。

 gikai@town.toyosato.shiga.jp
☎ 0749−35−8130

　
秋
も
深
ま
り
、
夜
の
寒
さ
に
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
冬

の
気
配
を
感
じ
る
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　
滋
賀
で
は
昭
和
56
年
以
来
、
44
年
ぶ
り
の
開
催
と

な
る
「
わ
た
S
H
I
G
A
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ

2
0
2
5
」
が
県
内
を
会
場
に
熱
戦
を
繰
り
広
げ
て

盛
会
裏
に
閉
幕
し
ま
し
た
。
私
は
、
選
手
た
ち
の
大

会
に
か
け
る
情
熱
や
努
力
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
一
方
で
私
た
ち
議
員
は
、
皆
様
の
意
見
や
声
を
議

会
に
お
い
て
質
問
や
質
疑
・
討
論
と
い
っ
た
形
で
行

政
に
問
い
か
け
、
よ
り
良
い
豊
郷
町
と
な
る
よ
う
政

策
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
政
に
提
案
し
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
と
の
ほ
か
全
て
は
思
い
ど
お
り
に
は

い
か
ず
、
時
に
は
議
員
と
し
て
ど
の
よ
う
に
判
断
し
、

ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
い
い
の
か
、
正
解
が
分
か

ら
な
く
な
り
苦
慮
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
り

ま
す
。

　
こ
う
し
た
と
き
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
の
選
手
た
ち

の
大
会
に
か
け
る
努
力
と
思
い
を
見
聞
き
し
ま
す

と
、
改
め
て
議
員
と
し
て
の
職
責
を
全
う
す
る
た
め

初
心
を
思
い
起
こ
し
、
自
分
に
磨
き
を
か
け
議
会
に

臨
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
と
自
身
を
奮
い
立
た
せ
て
い

ま
す
。

　
議
会
広
報
は
、
文
字
ど
お
り
議
会
で
あ
っ
た
審
議

内
容
等
を
中
心
に
皆
様
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
も
の

で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る

こ
と
が
、
私
た
ち
議
会
広
報
常
任
委
員
会
委
員
の
励

み
と
な
り
ま
す
。

　
ま
す
ま
す
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
い
く
季
節
と
な

り
ま
す
が
、
お
体
に
は
十
分
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
願
う
と
と
も
に
、
ご
愛
読
い
た
だ
い
て
い

る
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
引
続
き
何
卒
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
結
び
と
い
た
し
ま
す
。

�

議
会
広
報
常
任
委
員
会
委
員
　
井
上
　
喜
美
子

編
集
後
記

　町村議会広報研修会は、去る8月28日東京で開催され、広報委員5
名と議長が参加しました。研修には、全国から議会広報を担当する町
村議会議員が集まり、「議会だより」がより町民にとって魅力的で、手
に取って読んでもらえるために、どのような内容を取り上げるといい
のか、編集上必要とする技術についての研修でした。
　研修会では、3人の講師から話しがありました。一人目は「インタ
ビュー記事を足して読まれる広報紙にしよう」というもので、地域でのイベントを取り上げた場合、参
加した方からの感想とともに、運営者の苦労や工夫を加え複眼で伝える工夫。新しい建物が建てられた
場合でも、施設の素晴らしさとともに反対の意見の人からの思いも掲載するなど具体例が出されました。
　二人目の講師からは、「スマートフォンを活用した撮影技術・動画作成の基本」。広報紙として「人の
撮り方の構図」への注意点、被写体の大きさ、カメラと目の位置を同じ高さにそろえるなど、細やかな
写真技術内容でした。
　三人目は、「議会活性化と連動した広報紙づくり～住民の政治参加をうながすツール～」の内容で、福
岡県大刀洗町の議会広報委員会委員長をされている方からの話しで、「毎号読んでみようか」と思っても
らえるだけでも前進だと受け止め、全戸配布される究極のプッシュ媒介である議会広報紙が、住民の政
治参加をうながすものとなるようにとの願いを持って取り組むことの大事さを提起されました。
　この研修会の学びを生かし、『とよさと議会だより』の編集に携わっていく決意です。
 広報常任委員会委員長　本田　淸春
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